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                                １０：００開議  

 

ủ   

 ∕╣≢│⁸ ╩ ™√⇔╕∆⁹ 

 マスク着用によって、収録音声が聞こえにくくなることが想定されますので、ご発言の

際には必ずマイクのスイッチをオンにし、マイク正面に近い位置からはっきりした口調で

ご発言いただきますよう、お願いいたします。 

 議案審査に当たっての確認は、請願審査が終了の後にご報告いたしますので、よろしく

お願いします。 

 

    請願第７号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める四日市市議

会から政府・国会への意見書の提出について 

 

ủ   

 それでは、これより請願の審査を行ってまいります。請願第７号日本政府に「核兵器禁

止条約」への賛同と批准を求める四日市市議会から政府・国会への意見書の提出について

を議題といたします。 

 当請願は、四日市公災害市民ネット代表、松岡武夫様より提出されたものであり、本日、

請願者に意見陳述のためお越しいただいております。 

 本日の請願審査の進め方についてですが、まず請願者に意見陳述を行っていただき、請

願者への質疑、理事者への質疑の時間を設けた後に、討論・採決を行う予定としておりま

す。 

 それでは、請願者の方は請願者席に移動してください。 

 よろしいでしょうか。 

 産業生活常任委員会委員長の三木でございます。本日は、当委員会にお越しいただき、

ありがとうございます。請願の趣旨をご説明いただき、その後、各委員より質疑をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、請願第７号について、朗読を事務局に求めます。 

 

ủ  
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 事務局の伊藤でございます。 

 まず、資料につきましては、会議用システムのほうをご覧いただきたいと思います。タ

ブレットをお願いいたします。09、２月定例月議会、06産業生活常任委員会、その中の

001請願第７号、こちらのファイルをお願いいたします。 

 

（事務局 朗読） 

 

ủ   

 次に、請願趣旨の意見陳述を行っていただきます。なお、請願者からは、補足資料を使

用したいとの申出があり、これを許可しておりますので、当該補足資料を配付させていた

だいております。 

 それでは、請願者の方は意見陳述をお願いいたします。 

 

ủ  

 どうも失礼しました。四日市公災害市民ネットを代表して、私、松岡から、提出した請

願の趣旨説明をさせていただきます。先ほど読み上げていただきました請願書の内容とも

ちろん重なりますけれども、重要なポイントについて、絞って陳述させていただきたいと

思います。 

 この請願は、日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准するよう働きかける意見書などを

市議会から政府・国会に提出してほしいというものでございます。 

 核兵器禁止条約は、広島と長崎に原爆が投下されてから72年を経た2017年７月に国連会

議で採択され、条約は今年１月22日に発効したわけです。２月19日現在で批准した国は54

か国、署名は86か国に達しております。ヒバクシャ国際署名も、先ほど紹介されましたよ

うに1370万余りが国連に今年１月に提出されております。 

 核兵器の全面禁止は、今や世界の世論の主流となっております。日本は世界で唯一の戦

争被爆国で、核兵器の恐ろしさ、悲惨さを最もよく知っている国です。四日市の非核平和

都市宣言でも訴えておりますように、核兵器の廃絶は国民共通の願望です。四日市市は

1985年、全ての核兵器がこの地球上から廃絶される日が来ることを切望して、非核平和都

市宣言を行いました。 

 核兵器の非人道性については議論の余地はありません。広島被爆者のサーロー節子さん
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は、核兵器がもたらすものは死滅と破壊しかないのですよと世界の人々に訴え続けてきま

した。 

 また、国連事務総長の中満泉氏も、被爆者の方々の証言は、核兵器禁止条約の背後にあ

る道徳的な原動力となってきたと述べて、被爆者の粘り強い運動に敬意を表し、被爆者の

一人一人の言語を絶する被爆の体験を、将来にわたって忘れてはいけないと訴えておられ

ます。人類に破壊をもたらす核兵器を一日でも早く地上からなくすことは、今や世界の圧

倒的な声となっております。 

 一方、日本政府は、現在、国の安全保障にとって核抑止力は必要との立場を取っている

わけですが、しかし、核抑止力というのは、いざというときには核兵器を使うという立場

であって、広島や長崎のような非人道的な惨禍を繰り返すこともためらわないということ

を意味しております。 

 このような核抑止力を背景とした安全環境で軍事的な力の衝突が深刻になれば、核を使

うという最悪の事態になりかねないと思います。また、この核抑止力を維持するために、

世界で年間７兆8000億円もの莫大な予算が核兵器の製造や開発・維持などにつぎ込まれて

おります。これを大きく転換して、このお金を世界の貧困対策や感染症対策そして温暖化

対策などに使えば、紛争や対立などの世界の不安定要因を大幅に減らせることは間違いあ

りません。 

 軍事同盟と核兵器禁止条約との関係では、先ほども紹介ありましたように、アメリカと

軍事同盟を結ぶ国の中からも核兵器禁止条約を前向きに受け止めるという動きが起こって

おります。 

 日本は、日米安保条約を結んでおりますけれども、日本は非核３原則を掲げております

し、核兵器の使用や威嚇を援助・奨励・勧誘しないということを明確にうたえば、核兵器

禁止条約に入って、条約の義務を履行することは可能であります。 

 今年これから開かれるＮＰＴ、核不拡散条約再検討会議においても、2010年の会議にお

いて核廃絶に向けて特別の取組を行うということを、全会一致で盛り込んでいるわけでご

ざいます。ですから、禁止条約が発効した今年こそ、核保有国に対して、これまでの誓約

を誠実に履行して前進するよう求めていく絶好のチャンスだと考えます。 

 日本国内で見てみますと、２月15日現在で、全自治体の30％に当たる531もの自治体が、

政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める嘆願書や意見書などを政府・国会へ提出して

おります。三重県においても、県議会、県それから五つの自治体が、既に意見書で同じよ
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うな趣旨の核兵器禁止条約の署名・批准を早期に日本政府や国会に訴えております。 

 今年１月に核兵器禁止条約が発効したわけですけれども、この核兵器全面禁止の世界の

波というのは新しい段階に入ってまいりました。ですから、核のリスクを排除する唯一の

方法は、核兵器を廃絶することだという声は、世界中に浸透しております。 

 核兵器禁止条約によって、人類の歴史上初めて核兵器が違法になった。そういう今こそ、

四日市市も核兵器の廃絶を訴えてきた非核平和都市宣言都市として、この大きな核兵器廃

絶への歴史的な流れに加わっていただきたいと思います。 

 以上の理由から、日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准するよう働きかける意見書な

どを、この市議会からぜひとも上げていただきたいと思います。 

 参考資料として、そういう案を資料として提出させていただきましたところでございま

す。 

 私からは陳述は以上ですが、引き続きまして、横にいらっしゃいます坂牧さんからの陳

述をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

ủ  

 長崎の被爆者で、坂牧幸子と申します。広島、長崎に原爆が投下されて、既にもう75年

が経過しました。世界には、いまだに核兵器の開発を進めている国がたくさんあります。

私たちの願いは、核兵器禁止と恒久平和の実現を訴え、被爆者の生き証人として、自ら被

爆体験を語ってきました。今日まで、私たちは、多くの方々とともに核兵器禁止のための

署名活動を行ってきました。 

 ついに令和２年１月22日、核兵器禁止条約が発効されました。だけど日本政府は署名も

批准もしません。でも、私たちは、子供や孫や今からの若い人たちが、私たちのような核

に脅かされることがないようになってほしいと思い、そのために核兵器禁止条約ではなく、

核兵器廃絶に向け、さらに頑張っていきたいと思っております。 

 そのためには、四日市市の市長をはじめ議員の皆様方が先頭に立って、この条約に関わ

っていただきたいと思って今日は参りましたので、よろしくお願いいたします。 

 

ủ   

 以上でよろしいですか。 

 ありがとうございました。 
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 請願者の意見陳述はお聞き及びのとおりです。請願者の方に対し、委員の皆様からご質

疑があればお願いいたします。なお、理事者への質疑につきましては、後ほど時間を設け

ますので、その際にお願いいたします。 

 ご質疑ありませんか。 

 

ủ  

 本日はご説明ありがとうございます。今回の意見書なんですが、提出先が日本政府で、

国会に対して四日市市議会から意見書を提出するということをしてねということが言われ

ているのが少し読み取りにくくて、相手先はどこになるんですかね。私たち市議会が、ど

こに対して意見を出すということを想定されているのか。もう一度補足をお願いします。 

 

ủ  

 これは、政府にということでご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

ủ   

 ごめんなさい。お越しいただいた皆さんに聞くことかどうか。事務局に聞きたいことな

んだけど、いいですか。 

 

ủ   

 いいです。 

 

ủ   

 じゃ、ちょっと聞きたい。この、今日もらっておるこの参考資料、意見書というのは、

これを作ったのは、どちらが作った。そちら側が作った。それとも事務局側で作った。 

 

ủ  

 請願者様のほうでご用意いただきました。 

 

ủ   

 請願者様で作っていただいたわけですね、意見書案を。了解しました。 



 -  6 -  

 

ủ  

 参考資料は、これは市の事務局のほうから要請を頂いて、念のため作っていただきたい

ということで準備したものでございます。 

 

ủ   

 中川委員、この内容で疑問点というのは解消されますか。 

 

ủ  

 核兵器の廃絶に対する理念というのは、私もそのとおりだと思いますし、先進国だけで

はなくて、市民団体や、また核を持っていない国々から多くの国が批准をして、この核兵

器禁止条約が締結に至ったというところは非常に大きいことかなと思います。ＳＤＧｓも

含めて、そういう国際潮流の流れというのは非常に歓迎するところで、我が国においても、

本当に署名や批准できるような環境にいかにしていくかということが、今求められている

というところでは一致するんですけど、じゃ、直ちに今すぐ署名・批准をこの政府ができ

るかというと、それも今すぐ直ちにというのもまた難しいというのも現実だと思うので、

そういう環境にどうしていくかというような趣旨であれば賛同できるかなと。 

 三重県の県議会の意見書を見ると、やっぱりそういった署名と批准に向けた建設的な議

論を進めることを要望するというような内容の意見書になっているので、私もそういう意

図でやるんであれば賛成できるのかなというふうには思うんですけど。ただ、すぐに署

名・批准するかしないかという、しろというところになると、なかなか現実的ではないの

で。という思いはあります。 

 我が国も何もしていないわけではなくて、核保有国と非保有国を結ぶために賢人会議と

いうのも設置させていただいておりますし、また締約国の会合においても、何とかオブザ

ーバー参加できるような形で議論を進めているところもあります。こういった会合に、広

島とか長崎へ招致をするという活動もしていかなければならない。そういう機運を高めて

いく中で、また国際社会の中で日本が取っていくリーダーシップというのも求めるところ

です。 

 ただ、でも現実には、そういう人権感覚や、また私たちの国際社会での常識とはかけ離

れた国が核兵器を持っているという現実もあるので、そういうところに対応ということも、
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現実と理想の中で今本当に重要な局面だというところの意味合いでの、我が国がそういう

環境整備を進めていくという意見書の内容であれば、賛同できるのかというふうに私は個

人的には思います。 

 

ủ  

 今の方の発言で、すぐには署名できないとかそういうようなことをおっしゃいましたが、

私たち被爆者は、結局今まで生き延びてきた私たちには、今まで原爆が投下されてからの

道のりというのは随分長いんですよね。その間にどんな苦労をしたかといいますと、今は

とても皆さん平和で幸せな生活を送っていらっしゃいますが、私は１歳３か月のときに被

爆したんですね。今みたいにクーラーとか扇風機のある時代じゃないものですから、私が

あまりに中で泣くものだから、１歳３か月の赤ちゃんだったので、母は、涼しいところに

連れていってあげようと思って外に出た途端に原爆が投下されたんです。 

 その投下された瞬間に、私は母親の手の中から爆風で五、六ｍ吹き飛ばされたんですね。

当然、母親もそのとき爆風で倒れ、母は、五、六ｍ飛ばされた私を拾い上げて、また私よ

りも３歳上の姉が家の中におりましたので、母は、傾き、屋根瓦ががらがら落ちてくる家

の中に自分の子供を連れに入ったんですね。私はそのときに熱線で飛ばされたほかにもや

けどし、その日のうちに熱が出たり下痢が続いたりと、そういう状況の中でした。１週間

もしないうちに髪の毛は抜けまして、もう夏の暑いときだったので、やけどはなかなか治

らない。 

 そういう状況の中で、爆心地からの火災で、私のうちは1.8kmのところにありましたの

で燃えてしまったんですね。その日から、もう住む家はないんです。街全体が廃墟となっ

てしまったので、私たちはその後しばらく防空壕生活をし、その後、転々と引っ越しをし

てきました。 

 戦後間もなく落ち着いたかなと思って、戦後、私の下に弟と妹が生まれて、やっと五、

六年たって幸せな生活が戻ってきたかなというときに、母は核の影響で乳がんとなり、私

たち子供を――４人兄弟がいるんですが――幼子を残して亡くなってしまいました。その

とき私が８歳、上の姉は小学校６年生、私が２年生、下の弟は５歳、また一番下の妹は２

歳のときでした。 

 父親も、母親の看病をしながら随分と原爆の後遺症に苦しみながら、私たちが成人した

頃に父親も原爆病院で亡くなりました。その間、父親は４人の子供を自分が病弱で育てる
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ことができないので、２歳の下の妹は親戚のうちに養女に行きました。５歳の弟はあと１

年で小学校に上がるというときだったので、１年間福岡の親戚のうちに預かってもらい、

１年がたってやっと戻ってきましたが、母は亡くなるし、一番下の妹は養女に行き、弟も

１年間親戚のうちに預けられてとか、もう本当につらい思いをしてきたんです。 

 だから、皆さんは今幸せでいらっしゃいますが、被爆された者は本当につらい思いをし

ています。三重県でも四日市ではなく志摩の方なんですけれども、志摩の方が広島で就職

されて、そこで結婚し幸せな生活を送っていらっしゃいましたが、広島で原爆に遭い、両

親が亡くなり、子供だけが４人残されて路頭に迷っているときに、志摩のおじさんが広島

まで探しに行ったら、自分の兄弟は亡くなり子供だけが４人も残っていたので、その４人

の子供を志摩に連れて帰って面倒を見たとおっしゃいます。その方はあまりにも悲しくて、

自分はそういう経験を話したくないと私に言ってくれました。 

 そういうつらい思いをした人は、この三重県にもたくさんいるんです。特に被爆者は四

日市が三重県の中では一番多いんです。今はもう高齢化して。たくさん被爆者がいました

が、今はもう四日市では40名ほどになってしまいましたが、それでも私たちは、その40名

の中で一生懸命この署名運動を頑張っているんです。 

 なぜ頑張っているかというと、すぐに署名とか批准はできないとおっしゃいましたが、

一筆一筆、皆さんが署名してくださったから、この禁止条約が１月20日に発効されたんで

す。だから、いかに署名が大事かということなんですよね。だから、すぐにはできないと

いうんじゃなくて、やっぱり地方から国に請願していって、そして国が批准するような方

向に持っていくのが当然じゃないかと私は思います。 

 だから私たちの声を聞いて、本当に自分たちの子供や孫たちが、今からの若い人たちが

核に脅かされるんじゃなくて、今からこの平和が続くようにするためにはどうしたらいい

かということをよく考えていただいて、一筆一筆の署名をお願いして、禁止条約が採択さ

れたように、今度は廃絶に向かって署名をぜひしてほしいと思っています。 

 そのために今日私は来たので、ぜひ私たちの声を聞いて、自分たちがいかに署名をしな

きゃいけないかと。自分たちの子供や孫たちのために頑張ろうという気持ちになってほし

いと思って、私は今日来たんです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ủ   

 他に質疑はございませんか。 
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 なしですか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段ご質疑もないようですので、質疑はこれで終了といたします。 

 請願者の方は傍聴席へお戻りください。 

 理事者の方から何か補足説明はありますか。 

 特にありませんか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 次に委員の皆様から理事者への質疑があればお願いいたします。 

 ありませんか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段ご質疑もないようですので、質疑はこれで終了といたします。 

 新型コロナ感染症対策として傍聴の自粛をお願いしておりますので、請願者の方はご退

出をお願いいたします。 

 それでは、当請願について、討論、意見の表明等ありますか。 

 

ủ   

 まず結論から先に申し上げますと、私は、この請願の採択に反対の立場で意見を申し述

べたいと思います。 

 まず、請願の趣旨です。核兵器をなくして、世の中を平和にしていこうということ。こ

れ自体には全く全面的に賛同いたしております。まさにそのとおりだと思います。 

 しかし、この核兵器禁止条約といいますのは、説明の中にもありましたが、国連加盟国
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の中で僅か４分の１の国家しか批准をしていないと。これは人口ベースで見ると、世界人

口の１割にも満たないくらいの人口ベースなんですね。そうすると、世界の潮流という流

れの中で見ると、明らかにこの条約に批准するというのは、潮流にさお差す行為であると

言えると思います。そしてまた、日本は非核３原則というもの、最近は４原則とも言いま

すけれども持っておりまして、日本は世界唯一の被爆国として、これまで核兵器に対する

意見表明というのは、世界にしっかりと表明をしてきた国であります。日本は、核兵器を

持たない、つくらないと、持つべきではない。こういった意見は、常々世界に発信をして

きました。 

 その上で、この条約に入るか入らないかというのは、また別の大きな考え方というのが

あって、政治の中で他国との関係。こういった関係というものを考えていかなければいけ

ない。核兵器そのものだけを考えるのならば、それでいいかもしれないけれども、こうい

う条約に加盟をしていくということは、国家間同士のお付き合いみたいなものを、そうい

った総合的な判断で考えていかなければいけないものだというふうに私は思っています。 

 そうしたときに、例えばＮＡＴＯは全ての国はこれに加盟しておりません。国連の常任

理事国も１か国も加盟しておりません。そういったいわゆる大国と言われる国々、あるい

はＮＡＴＯ。日本はＮＡＴＯと非常に緊密な関係を持っておりますけれども、ＮＡＴＯの

国々。こういったところが１か国も加盟していない中で、日本だけがここに加盟していく

という行為が、果たして世界各国とのお付き合いということを考えたときに、それが適切

かどうかというのは、正直私は専門家ではないので分かりませんけれども、素人感覚の中

で、ちょっとあまりにも飛び抜けた行為なのかなというふうな気がします。 

 その上で、国家レベルで専門家の皆さんが真剣に考えて、今、日本は加盟しないという

判断を下したのであれば、そこにわざわざ地方議会から意見を申し述べていく必要性はな

いと考えております。日本は唯一の被爆国としてこれまでしっかりと意見を主張してきた

わけですから、これに加盟しないからといって、日本が核兵器に賛同するというわけでは

全くないので、あえてここで意見を申し述べる必要はないと考えます。 

 以上です。 

 

ủ   

 他に。 
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ủ  

 私は諸岡委員に近い部分もあるんですけれども、意見の表明としては継続を提案したい

なと思っています。そもそも市議会でもむべきものなのかどうかと、ずっとこれが出てき

たときから考えておったんですよ。考えておる中で、先ほど中川委員の質疑において、意

見書の――参考資料というふうには書いていただいているんですけれども――この質疑の

中で、署名・批准を行うことを求めるのではなくて、署名・批准について議論をしていく。

そんな場所を設けてもらうということなのであればというような、三重県議会はそういう

ことを求めているよねという趣旨の発言があって、私も、そういうことであれば求めてい

ってもいいのかなと感じる部分はあるんです。 

 外交や国防の部分について話をしていくということが、四日市市議会の中で議論をして、

国がこうあるべきだということを強く求めるというより、そういったことを含めた検討を

してほしいということを求めていくような意見書を出すということであれば、賛成するに

やぶさかでないかなと思ったんですけれども。 

 本日提出されたこの参考資料の文面どおりにいってしまうと、自分たちとして熟議をな

せない知識不足もあって、権限もない中で、議論したことを国に対して市議会の名前、市

議会の責任でもって押し上げるということには若干の抵抗を覚えることから、この意見書

の内容についての変更というのを、例えば今、請願者の方が見えましたけど、じゃ、これ、

こっちでいじっていいんですかとここで聞いて、いじっていいですよという話にはなり難

いかなと思ったので、あえて聞かなかったんですけれども。 

 継続の審査をしていく中で、今日も先ほど被爆者の方から切実なお声もありました。気

の毒やなと思うし、核の廃絶、根絶というのはしていってほしいなという、私も心情はあ

るものの、四日市市議会の権限としてはどこまで触れていくんだ。同情して賛同すればそ

れで済むのかというところには、市議会議員の責務の外なのかなというところを感じると

ころもあります。自分としても議論も足りていないですし。会派のあるなしというのはど

うか、一個人としての意見はどうだというのはあるんですけれども、この場において賛否

を表明するという状況に今、自分がございませんので、継続を提案したいと思います。 

 

ủ   

 今、継続というご意見がありましたが、皆さん、それに対してはどういうお考えでしょ

うか。 
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ủ   

 継続審査という考え方はありだとは思うんですが、だけどこれが６月定例月議会とかな

らそれでありなのかなと思うんですが、今は３月。２月定例月議会の中で、４月30日が会

期末を迎えるという状況の中で、タイミング的にちょっと継続はどうなのかなと、個人的

に思います。 

 そしてもう一つ言うと、請願者の皆さんは、この請願を出されてマルかバツかの選択を

議会に望んでいるわけですから、やっぱりマルかバツかという結論は出してあげるのが、

請願者に対する議会としての誠意なのかなというふうに、個人的には思います。 

 

ủ  

 これ、ちょっと議員間討議になってくると思うんですけれども、バツが例えばついたと

して、じゃ、改めて同趣旨のものを出せるかというと、非常に厳しいのかなと感じるとこ

ろがあります。諸岡委員が言われるとおり、今、継続にしてしまうと年度の変わりという

こともあって、体裁的には流れてしまう部分もあると思うんですが、改めてもう一回出し

ていただくという点においては、バツがつくよりは出していただきやすいのかなというと

ころもあります。議論の内容は伝わると思いますし、その中で、もう少し請願者の皆さん

も、四日市市議会、令和２年度の産業生活常任委員会の議論というのを勘案した上で、提

案内容に譲れるべき点というか、方向性が整うべき点があったら方向を整えていただいて、

もう一回トライしてもらうというのもいいのかなと思っているというのが率直なところで

す。 

 

ủ  

 よう分からんけど、一事不再議という部分でいくと、ここで駄目やったら次出せるのか。

この我々のメンバー構成のうちに。出せんやろ。 

 だから一緒のことや。ここで、もう出せやんのやからもう一回出てくるという議論には

ならんと思うで、それはもうこの２年間のことは、もう決めることやで。 

 

ủ   

 一事不再議というのは、１回結論を出したものに対しては出せないけれども、継続とい
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うのは結論を出していないので、会期４月30日を越えた後に、一回流れって白紙に戻るわ

けですよ。結論出ないなら。だから、もう一回出せるはずです。事務局に聞いたほうが早

い。 

 

ủ  

 そういうことを聞いておるのと違うのや。継続やったらもう一回諮れるけど、ここで否

決してしまったら、もう次は議会構成が変わるまで出せませんやろうという。 

 

ủ   

 そういうこと。 

 

ủ  

 そうなんやろう。そういうことを聞いている。 

 もう一つ意見を言ったら、別段そんな難しく考えやんと、請願どおり、額面どおり受け

取って賛成したってもええのかなと。私のこれは個人的な考え。 

 

ủ  

 早急に批准せえとかそういう話だという話をされていますけれども、坂牧さんなんかの

話というかずっと見ていますと、やはり私らにとってはこの紙を初めて見られた方が多い

かと思うんですけれども、被爆者にとっては75年という月日の中で戦ってみえた、頑張っ

てみえ、頑張って頑張って、それでやっとこの四日市市にもこういうことを出してくださ

いねという経緯については、やはりその辺について、ただ安易にすぐ批准してください、

署名してくださいというものではないということを分かるべきかな、理解するべきかなと

思っております。 

 

ủ   

 批准すべきものではないというか、すべきだというものではないというのは、どういう

意味ですか。すべきだという請願じゃないですか、これ。 

 

ủ  
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 批准すべきだという、先ほど早急にあれじゃないという意見が出ましたので、それに対

して、私はこれを通すべきと思って、賛成の立場で話をさせていただくんですけど。ただ、

75年間、私らにとってはこれがもしかしたら初めてこういう請願を見られる方もたくさん、

いらっしゃいますでしょうけど、私たちにとっては短い時間でも、被爆者にとっては長い

75年の戦いであったということを忘れてはならない。きちんとその辺も理解するべきとい

う、そういう意味でございます。 

 

ủ   

 先ほど樋口龍馬委員の継続ですか。小川委員がおっしゃるように、やはりこの任期中い

うんですか、この中で結論を出すのか。そこがまだ明確に結論が出ていないもんで、そこ

らに対しての意見をちょっと聞きたいですが。 

 

ủ  

 私が言うたところの継続の云々とか、一事不再議の話だとかって言っていくと、厳密に

は一つの議会が終われば、もう一回上程はできるので、提案はできると思うんですけれど

も、一度蹴ったものを心情的に、じゃ文言が変わったから受け入れられるという環境にな

るかというと、僕は難しいんじゃないかなと感じているんです。 

 太田委員は今見ただけの紙だけどと言われるけれども、それは今日見たんやもん。こん

なの悪いけど、請願と一緒に出しといてもらわんとさ。この間、僕らはできないわけです

よ。今日ここに来て、ここに来るまでの間に出ていればですよ、例えば。署名・批准を行

うことを視野に入れ検討をとかという文言を入れてもらえば賛成できるよとかという下回

しの話もできたわけよ。紹介議員を出してみえるんだから、そういうことは日本共産党さ

んがしてくれないと。 

 僕は、それを太田さんが、今日出ているのをさっきの話を聞いて、心情的には僕だって

被爆者の方は気の毒やなと思うし、核兵器はなくなってほしいなと思うけど、じゃ、これ

で賛成か反対かと言われたら、反対せざるを得なくなる可能性だってあるわけですよ。 

 その中で、継続になりませんかというお願いを僕はしているわけであって、何も反対の

ための反対を展開しようともしていないし、流し切ってしまってもう知らん顔するつもり

もないわけですよ。そのことは表現しているじゃないですか。 

 それを心情に訴えてものをやるというのは、議論を妨げてしまうから僕は誤っていると
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思うし、今このまま審査に及んでしまうんであれば、僕は否決なのかなという気持ちです、

今はね。不採択なのかなという気持ちですわ。 

 でも、心情をおもんぱかれば賛同もしてあげたいし寄り添ってもあげたいけど、この文

面では賛同できないという気持ちも、それを言ったら太田さんが理解していただきたいな

というのが私の気持ち。 

 

ủ   

 分かりました。 

 他に。 

 

ủ  

 先ほど意見表明してしまいましたので、継続するのであれば、先ほど樋口委員が言われ

たように、参考資料じゃなくて意見書案という形で、どうまとめていくかということが継

続審議の内容になってくるのかなと思うので。このままの状態で、これがどうやと言われ

るとなかなか厳しい話なので、少しやっぱり市議会としても責任ある対応をするとなれば、

中身をちゃんと精査した上でどうするかということを、精査する時間を頂けるのであれば

継続審議もありなのかなとは思うんですけど。 

 ただ、先ほど申したように核兵器は僕も絶対悪だと思いますし、ない世界をどうつくっ

ていくかということが大切やと思うんです。でも、この時点で署名・批准するかしないか

と。しろということだけではなかなか。じゃ、日本政府がしたからというて核廃絶に動く

かというと、すぐにはならないので、やっぱり今やる、日本政府に求めるその対応という

のを一つ一つ環境づくりについて求めることが論理的ではないかなということで先ほど申

し上げて、継続であれば、そういう内容を、意見書の内容をもう一度精査するというとこ

ろでの継続であれば私も賛成かなと思うんですけど。継続に対してね。というところです

かね。 

 

ủ   

 私、知識がないので、今、国において議論をする場を設けることを要望するんやったら

ええかもねみたいなご意見をお二人は言っていますけれども、国は今までこれに批准する

かどうかを議論する場がなかったんでしょうか。私は多分、知らんけど、だけど十分議論
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した上で批准しないという結論を出しておるんやと思うんです。議論する場はなかったん

ですか。なぜ改めてそれを求めるのかよく分からない。 

 

ủ  

 もう一回ちょっと質問の意味を。 

 

ủ   

 お二人それぞれのお立場の中で、この請願の中身が、もし仮に批准するしないという議

論をしっかりする場を設けてほしいというような文面であれば、賛同できるんだけれども

という意見だったじゃないですか、ざっくり言うと。私は知らないんだけれども、知らな

いなりにも想像するに、国は今までそういう議論をして、した結果として批准しないとい

う判断をしているんだと思うんだけど。今までしていなかったんですか。というのをご存

じですかという。そして、また仮にしていたとして、もう一回今さらまたその場をつくり

直す必要性が何であるのかということを、意見としてお聞きしたい。 

 多分だけど、何も議論せずに批准しないって、そんな判断はしていないはずなんですよ。

絶対に国は何らかの場で何時間も何十時間も議論して、批准しないと判断していると思う

んです。その辺って、ご存じありますか。 

 

ủ  

 そんな、僕は専門家ではないですし国会議員でもないのであれですけど、ただ、核抑止

力によらない安全保障の政策が取れるんであればいいんですけれども、今、日米安保の絡

みや北朝鮮を取り巻くいろいろな東アジアの状況など、いろいろな国際情勢を鑑みて、な

かなか批准するには至らないというのが日本政府の今の立場ですよね。 

 ただ、僕がさっき申し上げたのには、そういう批准できるような環境整備や国際的なリ

ードなど、唯一の被爆国である日本の取る役割というのはあるんじゃないのかなと。そう

いう役割を果たしていく、国際社会の中でまた核兵器禁止の条約を署名できるような環境

整備にもっと努力するというところには賛成だという話をしているんです。 

 だから、今なかなか署名できないというのは、おっしゃったように、なかなか論理的に

言っても何か難しいというのが日本政府の立場というのも分からないわけではないし、現

実を捉えればいろいろな協議があるのも現実であるので、今すぐにというのはなかなか難
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しいんですけど、でも、その努力をする必要があるんじゃないかなと思います。 

 できれば、例えばそういう締約国の会合とかにオブザーバー参加をするとか。今も賢人

会議を設置したのは、日本がリードして賢人会議を設置しているので、これをもっと有効

的に国際社会でリーダーシップを取れるように働きかけをするとか。日本の立ち位置を十

分理解した上で、核廃絶に対する日本の役割というのを議論するということは必要かなと

は思うという意味で、今、判断をしたのも多分いろいろなことを熟慮した上で批准できな

いという判断しているということは、もうそのとおりだと思います。 

 でも、だからといってそのままでいいかというと、そうではないというふうには思うの

で、できれば核抑止力による安全保障ではない安全保障にシフトできるように、リーダー

シップを図ってほしいなという意味合いでの署名であれば、僕も賛成かなとは思うんです

けれどということです。 

 

ủ  

 私も新聞程度でしか知らないんですけれども、先月に超党派でオンラインで、議員の有

志で国会議員が議論をしたというのは新聞で見ました、これについて。じゃ、それが集中

審議を国会でしているような状況にあるかといったら、今、状況的にも感染症の問題があ

ったりして、なかなか詰めた議論はできていないんじゃないかなと僕は察しているという

程度のことです。 

 じゃ、それが確かにされているかされていないかを承知しているかって、それは承知し

ていないです。しかしながら、超党派の議員が、自民党さんやったり、公明党さんやった

り、立憲民主党さんやったり、日本共産党さんやったりでオンラインミーティングをして

いるということは、議論は熟していないと感じている国会議員の方もおみえになるんだろ

うなと。という点であれば、それに向けた議論を進めてほしいと申し述べていくことは差

し支えないのかなと私は考えているところです。 

 

ủ   

 採決の前に審査期限を延期すべきとのご意見がございましたので、挙手にてお諮りいた

します。請願第７号日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める四日市市議会

から政府・国会への意見書の提出について、審査期限を延期することに賛成の委員の挙手

を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

ủ   

 ありがとうございます。 

 賛成少数でありますので、採決へと移ります。反対表明がありましたので、挙手により

採決を行います。 

 請願第７号日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める四日市市議会から政

府・国会への意見書の提出について、採択とすることに賛成の委員は挙手を願います。 

 

（賛成者挙手） 

 

ủ   

 賛成少数であります。 

 よって、本件は不採択とすべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、請願第７号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求

める四日市市議会から政府・国会への意見書の提出について、採決の結果、賛成少

数により不採択すべきものと決する。〕 

 

ủ   

 以上でこの件については終わらせていただきます。 

 理事者の入替えがありますので、委員の皆さんはしばらくお待ちください。 

 ちょうど１時間たちましたので、10分程度休憩します。再開は午前11時10分からとしま

す。 

 

                                １０：５９休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：０９再開  
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ủ   

 それでは、再開いたします。 

 市立四日市病院の議案審査に入る前に、議案審査に当たってご確認いただきたい事項が

ございますので、その説明をまずさせていただきます。 

 決算審査を経て理事者に提出された提言事項については、予算審査時に各分科会で提言

チェックシートを取りまとめることが予算常任委員会で確認されております。そのため、

予算審査時の質疑、委員間討議等の中で提言チェックシートを取りまとめたいと思います。

提言チェックシートは各委員の机に関係分は置いてあります。 

 次に一般議案の審査については、修正、否決、その他必要と認める一般議案を対象に全

員協議会で情報共有を図っていくことが議会運営委員会で確認されております。 

審査順序については、市立四日市病院、商工農水部、市民文化部の順で審査を行い、総

務部から人権施策推進懇話会及び同和行政推進審議会の会議報告を受ける予定としており

ます。 

 また、今年の高校生議会は新型コロナウイルスの影響により中止となりましたが、高校

生議員の皆さんからは、文書協議により取りまとめた意見書を提出していただいておりま

す。そのため、その他の事項の中で、意見書についてのご感想を確認したいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 次に、今回の委員会の中で新たな所管事務調査を実施するかどうかについて確認させて

いただきます。ご提案はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 特にご意見もございませんでしたので、所管事務調査は実施しないということでよろし

いでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   
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 なお、休会中の所管事務調査については、後ほどお諮りしたいと思います。 

 本日の審査の進め方についてですが、２月９日に開催された議案聴取会において、担当

部局より各議案についての説明を一通り受けていますので、本日は、議案聴取会で請求の

あった追加資料についての説明を受けた後、質疑に入りたいと思います。 

 それでは、市立四日市病院に係る議案の審査に入ります。まず、一宮院長よりご挨拶を

お願いいたします。 

 

ủ  

 よろしくお願いします。平素は、市立四日市病院の運営にご理解とご協力を賜り、誠に

ありがとうございます。また、当院において新型コロナウイルス感染者が複数発生したこ

とに関して、議員の皆様に大変ご心配をおかけすることになり、改めておわび申し上げま

す。 

 さて、本日は令和３年度当初予算についてご審議賜ります。令和３年度においては、令

和３年度から令和７年度までを計画期間とする第４次市立四日市病院中期経営計画を踏ま

えて、引き続き質の高い医療の提供に重点を置き、予算の編成を行ってきたところです。 

 これから事務局から資料の説明をさせていただきますので、どうかよろしくお願い申し

上げます。 

 以上です。 

 

ủ   

 ありがとうございました。 

 

    議案第80号 令和３年度市立四日市病院事業会計予算 

 

ủ   

 それでは、予算常任委員会産業生活分科会として、議案第80号令和３年度市立四日市病

院事業会計予算を議題といたします。本件については、議案聴取会において追加資料の請

求がありましたので、資料の説明をお願いします。 

 

ủ  
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 市立四日市病院総務課長の稲垣でございます。それでは、２月９日の議案聴取会におき

ましてご請求いただきました追加資料について説明をさせていただきたいと思います。タ

ブレットにつきましては、トップページの09、２月定例月議会、06産業生活常任委員会、

002市立四日市病院（追加資料）、こちらをお開きくださいますようお願いします。 

 資料の３ページでございます。メンタルヘルスカウンセリングについてです。樋口委員

からご請求いただきました資料となります。 

 当院では、新型コロナウイルス感染症の入院患者につきまして受入れを行っております。

この対応に当たりまして、特に入院患者と長時間接する看護師に心身共に大きな負担がか

かっているといった状況でございます。そのため、対応する医療従事者の心理的負担を軽

減することを目的に、まず入院患者担当看護師を対象に希望者へのメンタルヘルスカウン

セリングを開始しております。 

 実施期間は令和３年２月２日からでございますけれども、対象の入院患者を担当する看

護師に対しましては、２月の勤務を組む前の年明け早々に対象の看護師に対して周知を行

っております。 

 内容といたしましては、１枠１時間の予約制で、相談員との面談形式のカウンセリング

となっております。その後１月下旬から２月上旬にかけまして、複数の職員及び患者に新

型コロナウイルス感染者が発生したことを受けまして、このメンタルヘルスカウンセリン

グの対象を当院の全職員に拡大しております。２月25日から実施するということで、１月

13日、各所属課にて周知を行っております。 

 この相談員につきましては、当院が依頼した外部の臨床心理士となります。この臨床心

理士につきましては、当院の新規採用の職員のメンタルヘルスカウンセリングを担当いた

だいている方で、当院をよくご存じいただいている方となります。こちらにつきましては、

来年度も実施の予定でございます。 

 その他のカウンセリングといたしまして、次のようなカウンセリング・相談を受けるこ

とができます。 

 一つ目、本庁の人事課が実施しているもので、市の職員を対象に月２回実施のこころの

健康相談室です。こちらは、市の職員であれば誰でも利用できるものです。 

 二つ目は、日本看護協会が看護職を対象に実施しているもので、電子メールによるメン

タルヘルスカウンセリングでございます。 

 三つ目は、三重県看護協会が看護職を対象に実施しているもので、面談またはオンライ
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ンによるカウンセリングと電子メールによるカウンセリングがあります。 

 四つ目は、三重県市町村職員共済組合が実施しているもので、組合員を対象にした電話

による相談、メンタルヘルス相談になります。電話によるほか、カウンセリングルームで

の面談によるカウンセリング、ウェブでのカウンセリングなどがございます。このウェブ

でのカウンセリングは、ホームページのフォームに相談事項を入力すると、後日電子メー

ルでパスワードが送信されまして、そのパスワードを入力するとウェブ上で回答が表示さ

れるものです。 

 ４ページへ参ります。三重医療安心ネットワークシステム（ＩＤ－Ｌｉｎｋ）の状況と

して、セミオープンベッドの利用状況、紹介率・逆紹介率の推移でございます。こちらは、

中川委員からご請求いただいた資料でございます。 

 （１）三重医療安心ネットワークシステム（ＩＤ－Ｌｉｎｋ）の状況といたしまして、

ＩＤ－Ｌｉｎｋはインターネット回線を用いまして、病院が所有します患者の診療情報を、

かかりつけ医など三重県内の複数の医療機関で閲覧できるようにする、患者情報の共有シ

ステムとなります。薬の処方、血液検査の結果、レントゲンやＣＴ等の画像情報やレポー

トなどを地域の医療機関と共有し、緊密に連携することで、安心して転院や在宅医療への

移行が行えるとともに、検査や薬剤投与の重複を防ぐことができるものです。こちらは、

患者さんの同意を得て利用するものとなっております。 

 ４ページの真ん中辺りの表につきましては、連携施設及び登録患者数で、上の表は当院

のものでございます。平成31年２月時点では、連携施設98施設、登録患者数909人でした

が、令和３年２月には、連携施設108施設、登録患者数1194人と増加しております。 

 下の表につきましては三重県全体のもので、平成31年２月時点では、情報を開示する側

の開示病院が18施設、情報を閲覧する側のいわゆる開業医さんの診療所等の閲覧施設が

274施設、登録患者数１万8936人でしたが、令和３年２月には、開示施設は同じ18施設、

閲覧施設288施設、登録患者数は２万4474人となっております。 

 その下は、ＩＤ－Ｌｉｎｋのイメージ図でございます。開示病院につきましては、四日

市市内では当院、それから四日市羽津医療センター、三重県立総合医療センターの３病院

でございます。 

 ５ページへ参ります。（２）セミオープンベッドの利用状況です。セミオープンベッド

は、当院の病床を利用いたしまして、かかりつけ医の開業医の先生が当院にお見えになっ

て、当院の医師と共同して入院治療を行うことができる病床となっております。平成29年
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度は、実人数79人、延べ利用日数が390日、令和元年度は、実人数75人、延べ利用日数が

318日でございました。 

 （３）紹介率・逆紹介率の推移でございます。紹介率は、初診患者のうち他の医療機関

から紹介されて当院を受診した患者の割合で、逆紹介率とは、初診患者に対しまして、当

院から他の医療機関へ紹介した患者の割合となります。平成29年度の紹介率は71.4％、逆

紹介率は101.4％でしたが、令和元年度はどちらも率が上昇しまして、紹介率76.6％、逆

紹介率が103.7％となっております。逆紹介率が100％を超えておりますけれども、当院で

例えば内科、皮膚科、整形外科の三つの診療科に受診されてみえる患者さん１人を開業医

さんに紹介いたしますと、三つの開業医さんに分かれるといったことがございまして、こ

の場合には逆紹介率300％となります。こういったことで100％を超えることがございます。 

 ６ページへ参ります。院内託児所事業及び予算の資料でございます。こちらも中川委員

からご請求いただきました資料でございます。 

 保育料につきまして、正職員は１人目が４万1900円、２人目２万950円、３人目以降は

免除ということで、パート職員につきましては１人目３万1400円、２人目１万5700円、３

人目以降免除ということで、平成29年以降増額となってございます。 

 入所児童につきましては表のとおりでございます。 

 ７ページへ参ります。院内託児所予算及び決算ということで、令和元年度の決算、令和

２年度、今年度の決算の見込み、そして来年度の予算ということで数字を挙げさせていた

だいております。内容につきましては資料に記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

ủ   

 説明はお聞き及びのとおりです。ご意見、ご質疑がございましたらご発言願います。 

 

ủ  

 資料ありがとうございます。 

 先ほどの資料の中に、セミオープンベッド、紹介率・逆紹介率。特に紹介率・逆紹介率

は、こういう推移というのは良化傾向かなと推察するところと、あとセミオープンベッド

は、ほぼこの３年大体同じような感じで推移しているのかなと推察される、この評価につ

いてと、このＩＤ－Ｌｉｎｋの状況を今見せていただくと、平成31年度から令和２年度の
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推移としては100ちょっとで推移をしている、登録者数とかという部分とこの活用度合い

とかというのは、どのように評価されているのか、ちょっとお伺いさせていただけますか。  

 

ủ  

 今、中川委員さんからおっしゃっていただいたように、少し増えている。この３か年で

見ますと、少し増えているというような状況ですが、平成29年度の連携施設でいきますと

80施設、登録患者数が599人ということで、登録患者数につきましては、平成29年度から

比べますと倍近くになっているところでございます。少しずつですけれども、開業医さん

のほうでも利用いただいているのかなというような評価といいますか、そのように考えて

おります。 

 セミオープンベッドにつきましては、人数的にはほぼ横ばい、延べ利用日数につきまし

ては、平成29年度から令和元年度を比較しますと、少し減っていると。こちらは、入院日

数がちょっと短縮されたと。患者さんによって入院治療の必要な日数が変わってまいりま

すので、そういった状況でほぼ横ばいかなというところでございます。 

 紹介率・逆紹介率につきましては、平成30年度は、逆紹介率が100％を少し切ってまい

りましたけれども、地域医療支援病院として開業医、近隣の地域医療を支援する役割を担

っておりますので、その中で当院としては一定の役割は果たせているのではないかと考え

ております。 

 以上でございます。 

 

ủ  

 ありがとうございます。 

 セミオープンベッドの延べ利用日数は、おっしゃったとおり、これは患者さんや病状に

よってあるので、これが少ないからいいとか悪いとかという問題ではないというのは、そ

のとおりだと思います。 

 紹介率は、どの程度が妥当なのかというのはよく分からないんですけど、もちろんこれ

だけのパーセントで紹介率。逆紹介率はそんなに問題ないと思うんですけれども。さっき

おっしゃったように、市立四日市病院としての役割というのはそうやって果たされている

部分は見てとれるのかなと思うんですけど。 

 ところがＩＤ－Ｌｉｎｋのところで、このＩＤ－Ｌｉｎｋを、先ほどの平成29年度から
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は倍近く登録患者さんも増えているというところで活用いただいているというような評価

なんですけど、これ、開業医や薬局さんを含めて、例えばこの活用についての意見を聴取

する場とかというのはあるのかないのかということと、改善の余地があるのかないのかと

いうところ。今回この３月からマイナンバーカードが、健康保険証で活用が進んでいく。

情報開示は10月とか11月ぐらいからと聞いているんですけど、例えばこれ、マイナンバー

カードの健康保険証の活用が進んでいくときに、このＩＤ－Ｌｉｎｋとの関連性やＩＤ－

Ｌｉｎｋを活用することの利点、マイナンバーカードの健康保険証を活用するなど、その

辺の先行きの見通しは、どんなふうに考えておられるのか。 

 

ủ  

 今３点ご質問を頂きました。 

 まず、ＩＤ－Ｌｉｎｋの意見を頂く場ということなんですが、当院で地域医療支援委員

会という会議を持っております。今年度につきましては、コロナの影響で書面での開催と

なっておりますけど、そこで医師会の役員の方と意見交換する場がございます。そこで意

見、活用について、当院のサルビア、病診連携の担当部署から活用などのお願いをしてお

ります。 

 それから改善の余地です。こちらは利用の向上というところになるかと思うんですけれ

ども、ちょうど当院、入院治療を終わられて退院されて在宅療養に移行されるといったと

きに、これも病診連携、サルビアのほうになりますけれども、開業医の先生に、こういう

ＩＤ－Ｌｉｎｋがありますので活用のほういかがでしょうかということで、そうすると、

先ほど申し上げましたいろいろメリット、画像などを開業医の先生が見ていただけるとい

ったことで、利用率の向上などを図っているようなところでございます。 

 マイナンバーカードの利用ということなんですが、特にマイナンバーカードでこのＩＤ

－Ｌｉｎｋが関わっているということはないかとは思われます。マイナンバーカードにつ

きましては保険証機能ということで、ちょうど今、準備を進めております。今年度中、今

月中にマイナンバーカードの保険証としての活用、当院でもマイナンバーカードをお持ち

いただきまして、受診いただく際に保険証として使っていただけるように、今、準備を進

めているところでございます。 

 以上でございます。 
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ủ  

 マイナンバーカードは、３月中にカードリーダーか何かを準備していただいて、使える

ような体制は整えていけるということですね。ただ、このＩＤ－Ｌｉｎｋは、処方や血液

検査の結果とかレントゲンとかＣＴの画像とかレポートとかというのも情報共有できると

いう部分で、よりかかりつけ医とこの３病院との連携が密に図れるというところの部分な

ので、単に薬の処方の情報だけではない、もっと細かいところの情報共有ができるという

ところでは、ＩＤ－Ｌｉｎｋはさらに活用の拡大というか、活用がしていけるというとこ

ろかなと思うので、ぜひ、より活用が促進されるようにとか、どういうところの部分を進

めていけばいいのかというところ、より活用しやすいのかというところが、僕ら、こんな

の使ったことがないんで分かりませんけど、より多くの患者に使っていただく。また、先

ほどのセミオープンベッドとか紹介率とか逆紹介率を含めて、こういうところの活用が促

進されるような現場の声を吸い上げていただいて、活用促進をやっていただきたいなと思

います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 よろしくお願いします。資料ありがとうございました。 

 メンタルヘルスカウンセリングの部分で、後藤純子議員の一般質問の中でもあったと思

うんですが、利用者数について、改めて下に書いていただいた（４）の部分も含めて１件

ずつ教えていただけたらと思います。 

 

ủ  

 まず、当院が実施して、院外の臨床心理士さんにお願いしているこの部分ですけれども、

今のところ利用実績としてはございません。 

 その他のカウンセリング、順に四つですね。まず本庁の人事課の分でございます。こち

らは人事課が実施しているもので、こちらへの申込みはありませんので、ちょっとこちら

につきましては把握はしてございません。本来、病院の職員が利用したかどうか知るべき
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ものでもないというふうに考えております。 

 ２番目、３番目、４番目、日本看護協会それから三重県の看護協会それから三重県の市

町村職員共済組合につきましては、インターネットとかＥメールあるいは電話で直接それ

ぞれの実施主体へ申し込むものですので、こちらも当院としては把握をしておりません。

また、先ほど申しましたように、こちらも問合せして把握すべきものでもないというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

 

ủ  

 そうすると、相談実績について、現在、市立四日市病院が押さえている件数は１件もな

いということでよろしいですね。 

 

ủ  

 こちらが把握している限りで、１件もございません。 

 

ủ  

 ありがとうございます。 

 当面の間ということで、令和３年度も実施予定というふうに、臨床心理士さん、院外の

方に関しては予定があると書いていただいているんですけれども、当初予算の中で計上さ

れている予算額というのは、どの項の中の幾らぐらいになるんですかね。どの款というの

かな。 

 

ủ  

 ２月９日のときの提言チェックシートにも上げさせていただいておりまして、報償費と

いうことで、臨床心理士さんへ支払います報酬のほうですけれども、24万円を予定してご

ざいます。 

 

ủ  

 １の３の２で24万円ですね。71ページの３経費中の２の報償費ということでよろしいで

すかね。倫理委員会等委員報償費等と書いてある部分にはまるということですかね。 
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ủ  

 委員おっしゃっていただいた項目で、そこに計上させていただいております。 

 

ủ  

 これ、利用が全くなかった場合、利用があった場合で金額というのは変動するんでしょ

うか。 

 

ủ  

 実績でお支払いをさせていただくことになりますので、ありなしで変わってまいります。  

 

ủ  

 極端に言うと、０件だった場合は０円になるということでよろしいですか。 

 

ủ  

 そのとおりでございます。 

 

ủ  

 引き続きよろしくお願いします。０件なので、私はどちらかというと提案、お願いをし

た側なので、利用がないということであれば、私の見込みが悪かったんだなということで

反省もせなあかんですし、周知についてもぜひしていただいて、利用しやすい環境づくり

というのが、これは後藤純子議員の質問の中でもあったかと思いますが、引き続き努力を

お願いいたします。 

 終わります。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ   

 院内託児所事業でちょっとお聞きしたいんですが、これは委託しているんですよね。委
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託先はどこでしたっけ。 

 

ủ  

 委託でございます。託児所の部分は運営協議会に委託しております。 

 

ủ   

 運営協議会の母体はどこですか。ど素人の集まりでやっているわけじゃないですよね。 

 

ủ  

 母体につきましては、当院の副院長が会長ということで運営協議会を組織しまして、そ

ちらへ委託ということでやってございます。 

 

ủ   

 それを委託するに当たって、入札とか公募はされていますか。 

 

ủ  

 単独の随意契約でございます。 

 

ủ   

 実は、ちらほら聞こえてくるのが、高いと。自前の組合員の人らがやってくれておるけ

れども、入札にかけてやったら、もっと民間のもっと安いところが入ってくれるのになと

いう声がちらほら聞こえるんだけど。仮にも公設の病院の中でやる託児所であるんだった

ら、やっぱりこれは公募できちんと業者を選定すべきだと思うんだけれども、いかがです

か。 

 

ủ  

 以前にも、こちらの委員会でそのようなご意見も頂いております。いろいろな調査など

もしております。当院もずっとこの形で託児所の運営協議会でやっておりまして、今、保

育士さんも栄養士さんも託児所運営協議会で雇用してということになりますので、その

方々をもしほかのところへとなってまいりますと、その方々の処遇というのもございます。  
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 ほかのところ、病院で民間委託に切り替えたというようなところも聞いてございますの

で、そういったところへいろいろ調査とかあるいは聞き取りなども行って、今いろいろ検

討なども行っているところでございます。 

 

ủ   

 もし契約を変えたときに、その方々の処遇をと言われたけれども、その処遇って病院が

関与する必要性があるものなんですか。 

 

ủ  

 託児所の運営協議会は、先ほども申し上げましたように当院の副院長が会長ということ

で運営をしております。ということで、託児所の運営協議会として、保育士さんや栄養士

さんなどのスタッフの方々については、実質的に人員管理のほうを病院で行っているとい

ったところがございます。そういった点から、そのまま入札といったことはすぐに移行は

難しい状態でございます。 

 

ủ   

 ちょっと待って。その組織の人員管理とかまで病院がやっているんですか。委託料を払

ってやっているのに、病院が業務として人員管理までやっているとしたら、それは税金の

二重払いのような気がするけど、業務的にはおかしくないですか。 

 

ủ  

 業務としては、実際にうちの看護師の子供さんを何人預かるか。そういったところで保

育士の必要な人数も変わってまいりますので、状況に応じて託児所の運営協議会として募

集なども行っているところでございます。 

 

ủ   

 ちょっと話が見えない。混線している気がするんです。先ほどおっしゃったのは、その

人たちの人員管理とか、もし切ったときの今後の仕事の処遇であるとか、そういったこと

も病院で管理しているというお話をしたけれども、今の説明は、子供の入所の人数調整と

かそういう話で、全然別の話ですよね。 
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 私が聞いているのはそこじゃなくて、その人たちの今後の処遇であるとか、人員管理で

あるとか、そういうことも今、病院でやっているとおっしゃったから、それはちょっと違

うんじゃないんですかと。それは病院の仕事なんですかということを聞いているんですよ。  

 

ủ  

 諸岡委員さん言われたように、病院の仕事ということではございません。託児所の運営

協議会ということで、そちらの所管の事業として行っているところでございます。 

 

ủ   

 だから運営協議会の仕事なのに病院がやっているんでしょう。給料泥棒じゃないですか、

それ。一回そんな事件ありましたよね。病院じゃないけど、よそでそんな事件があったけ

れども、本来病院の仕事じゃないことを何で病院がやっているんですか。 

 

ủ  

 病院の仕事ではないと言えばそうなんですけれども、実際に看護師さんに子供さんを出

産いただいた後、子供さんを預ける、特に小さい子供さんをということで、そういった保

育をしないといけないというところもございまして……。 

 

ủ   

 そこの話をしているんじゃないですよ。何で人員管理とかその後の就職の世話とか、そ

こまで病院がする必要があるんですかという話なんです。やっていると言いましたよね。 

 

ủ  

 実際、諸岡委員さん言われていましたように、私どもの病院のほうでその辺りの管理も

やってございます。 

 

ủ   

 だから、やってございますはいいんだけれども、やっていること自体が違法性あるんじ

ゃないんですかということなんですよ。本来、委託料を払ってそこに任せているのに、そ

こがやらなきゃいけない仕事を何でまた病院でやるんですか。だったらもう最初から自前
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でやればいいじゃないかという話じゃないですか。 

 そもそもなんだけれども、入札かけて、民間のいろいろな保育業者、事業者はいっぱい

あるわけで、入札に入ってきて、例えばですよ。全く病院とは関係のない民間の保育所、

託児所が入ってくれていたら、そこまでやらなくてもいいわけじゃないですか。お金を払

った段階でもうそれで済みなんだから、一々その人たちの今後の就職の世話とかそんなこ

とまで検討する必要性すらないわけです。今やっていることって、明らかに税金の二重取

りですよね。おかしくないですか。 

 

ủ  

 税金の二重取りというのが……。 

 

ủ   

 二重取りという言葉は、すみません、訂正します。そこは訂正する。 

 

ủ  

 諸岡委員さん言われるように、当院事務局の職員の業務の一部ではなっておりますので、

確かにおっしゃいますように、委託を行いましたら、その部分の事務については軽減され

ることになると思われます。 

 

ủ   

 であるならば、まず入札をかける今後の予定というのはどうですか。 

 

ủ  

 先ほど申し上げましたように、委託にしてはどうかというご提言も頂いておりますので、

それの可能性につきまして、今いろいろとほかのところ、他院の託児につきましていろい

ろと調査をして、その方向についての可能性を今探っているところでございます。 

 

ủ   

 前から調査をかけているとさっきおっしゃったけど、今、調査は何年目なんですか。何

年かかるんですか、その調査は。 
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ủ  

 調査といたしましては、平成30年度から他院などへ照会をかけて、実際に聞き取りなど、

ヒアリングなどに行っております。 

 

ủ   

 年度で言うともう３年調査して、まださらに調査をかける。何年かかるんですか、そん

なただの調査に。半年もあったら十分できると思うんだけど。 

 

ủ  

 民間に委託したところに聞き取りなどを行っているところなんですけれども、例えば職

員数であるとか雇用形態、それから委託に至った経緯など、その辺りをいろいろとお尋ね

しているんですけれども、当院と同じような病院さんがなかなかないというところもござ

いまして。民間の保育事業者さんにも、そういった病院で委託に切り替えたようなところ

をいろいろと教えていただいて、進めているところでございます。 

 今年度につきましては、ちょっとコロナの影響もありまして、民間の保育事業者さんへ

いろいろ情報などを頂くようにはしましたけど、本年につきましてはコロナの影響でそう

いった視察的なところができていない状況でございます。 

 

ủ   

 当院と同じような状況のところがなかなかないもんでということですけど、同じところ

が見つかるまで調査を続けるということですか。 

 

ủ  

 例えば当院は今十数名の保育士がおりますけれども、今まで聞き取りなどを行ったとこ

ろですと、嘱託職員が１人、あと臨時職員ばかりであったり、もともと民間へ……。 

 

ủ   

 いや、違う。私が聞いているのは、同じところが見つかるまで調査を続けるんですかと

聞いているんです。 
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ủ  

 できれば、そういったところ、うまく移行できる方法などを参考にできればというとこ

ろで、調査をしたいとは思っております。 

 

ủ   

 もう一回聞きますよ。同じところが見つかるまで調査を続けるんですかと聞いているん

です。 

 

ủ  

 ある程度のところでは決断は要るかなとは、必要かなとは思っております。 

 

ủ   

 もう一回聞きますよ。もう一回聞きますよ。同じところが見つかるまで調査を続けるん

ですか。 

 

ủ  

 できれば参考になるところ、うまく移行できたところにいろいろとアドバイスを頂けれ

ばと考えておりますが、先ほど申し上げましたように、そういったところが見つからなけ

れば、ある程度のところでの判断は必要かなと考えてございます。 

 

ủ   

 ３年探して見つからないんだけれども、あと何年したらその判断をするんですか。 

 

ủ  

 具体的にちょっと、いつ、どれぐらいでというのは、今の時点で申し訳ありません、申

し上げることができません。 

 

ủ   

 今の話をまとめると、３年探して見つからなかったところを今後も探し続けて、打ち切
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るめどは全くありませんと。それまでは現状を変えていく気もありませんと。そういうこ

とですね。調査活動が終わるまでは現状のまま行くということですね。 

 

ủ  

 以前のこちらの委員会でも、看護師などの利用者のアンケートをということで行いまし

て、以前に比べますと、おおむね満足というような利用者の声を頂いております。そうい

った保育の面での改善というのは、今後もそういった形で少しずつでも進めていきたいと

考えております。 

 

ủ   

 アンケート調査でおおむね満足だからそれでいいというのは違うと思うんですよ。例え

ば入札にかけてもっと安い民間業者が入ったら、今は満足だけど、大満足に変わるかもし

れないわけですよね。 

 私は、やっぱり委託料を払って入ってもらっているんであれば、それは公のやることと

して当たり前だけれども公募をかけて入札をして、そしてお金を払った以上は、仕事は全

部向こうに任せるべきだと思うんですよ。一々こっちが手伝いながらやるんやったら、最

初から委託なんかせずに自前でやってしまえばいいわけです。私は、そこは明らかにシス

テム的に欠陥があると思いますね。思わないですか。 

 

ủ  

 システム的な欠陥と言いますけど、今現状このままでというふうには今こちらも考えて

おりませんもので、そういったところで、いろいろ可能性といいますか探っているところ

でございます。ずっとこのままでと考えているわけではございません。 

 

ủ   

 もう最後にしますけれども、姿勢が、３年やって見つかりませんでした。今後も探し続

けていきます。調査し続けていきます。調査の期間はめどもありません。いつまで調査が

続くか分かりません。調査が終わるまでは現状維持ですという姿勢というのは、やっぱり

これは違うと思いますねという意見だけ述べて終わります。 
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ủ   

 ちょっと意見もまだたくさんあると思いますが、午前の部はこの程度として、再開を13

時、午後１時から行いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

                                １１：５０休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １２：５９再開  

 

ủ   

 それでは、おそろいですので再開します。 

 

ủ  

 私も院内託児所事業の件について、お伺いさせていただきます。資料ありがとうござい

ます。 

 ここは24時間で、看護師さんとかドクターのお子さんを限定にしてやっていただいてい

るというところで、私も以前から事業所内保育所として門戸を開いて、また病児保育も付

加したらどうやとかって、いろいろ今までご提案させていただいた経緯もあるんですけど、

これ、資料を見せていただくと、もちろん３歳から５歳までというのは、以前もやっぱり

こうやって年齢が高くなってきて、小学校間近になってくると、やっぱり地元の保育所と

か幼稚園とかという形に入られるという傾向性はあったんですけど、就学前教育の無償化

に伴って３歳から５歳。ここにも本当にニーズがなくなってしまったかなとかという数字

的なところもあるんかなとは思うんですけど。 

 一つこの状況から見ると、人数的には、平成30年度、令和元年度とそれから令和２年度

も、そんなに大きく変わっているわけではない現状があるんですが、ただ、予算とそれか

ら過去の決算を見ると、本年度の予算が１億3074万円の予算を組んでおられて、令和２年

度の決算が、見込みとして9000万円ぐらいで、令和元年の決算は7694万1000円ということ

で、そんなに変わっていないのに、非常に高くなっている。高くなっているというか予算

額としては高く積み上げているというその要素と、それから予算書の中の院内保育所の事

業受託料は１億1866万7000円になっているんですが、この予算額と若干相違があるという

部分の説明と、両方少しお伺いさせていただきたいんですが。 
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ủ  

 ２点、予算額が多いというのと、令和元年度、令和２年度の決算、決算見込みに比べて

予算額が多いということと、受託料のほうが１億1866万7000円。これとの差異ということ

で。 

 まず予算額が多いということなんですけれども、令和元年度も、実際に予算といたしま

しては、入りと出ですね。9732万4000円ということで予算を置いてございました。そうす

ると、令和２年度の決算の見込みよりも多い金額。予算としてはそれほど毎年度変わって

いるわけではありません。今年度、令和３年度の予算が多いというのは退職給与金。こち

ら、来年度、園長が定年退職を予定しておりまして、この分でちょっと増えているところ

がございます。なので、令和元年度と令和３年度、それほど極端に差があるというわけで

はなくて、結果として乖離があるということでございます。 

 それから、１億1866万7000円。こちら、この７ページの資料でまいりますと、ちょうど

収入の上から二つ目、受託料の金額になります。こちらが市からの委託料、支出の委託料

ということで、それ以外に利用者からの保育料、それから雑入ということで、こちらは雇

用保険料ですね。職員の自己負担分を一旦うちの会計のほうで受けるということと、あと

朝昼晩と給食がございまして、これは職員にも自己負担がございますので、この分が雑入

でございます。あと補助金は、職員の健康診断の補助金。こちら、市から補助金がござい

ますので、その分を入れてということでトータル１億3074万円と。こういったことで数字

に差が出てございます。 

 以上でございます。 

 

ủ  

 分かりました。受託料とその他というのはよく分かりましたけれども、本年度に大きく

違っているのは退職給与金という形で1867万7000円を計上しているという部分が、中身を

見ると金額的には大きく相違している部分があるかなと。これは引当金ではなくて、確実

にもう計上しているというやつですか。 

 

ủ  

 引当金ではなくて、各年度に計上ということでございます。 
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ủ  

 退職は決まっているんですか。 

 

ủ  

 定年ですので、来年度確実に退職ということで置いてございます。 

 

ủ  

 なるほど。定年退職で確定しているという部分で計上されているということが大きな相

違点の一つだということですね。 

 あとは、この院内託児所の予算額というのは、これは一般会計の繰出基準に基づいて、

全額、一般会計からの計上という形に形上はなっているわけですよね。今後やっぱり午前

中、諸岡委員の発言もあったように、この院内託児所の在り方というのは、私もやっぱり

どこかでは見直していかなきゃいけない時期に来ているんかなと。これも就学前教育の無

償化が始まったときがその時点かなとは思っていましたけれども。それも含めて。 

 ただ、特殊な事情がある。やっぱり24時間、看護師さんとか医療従事者の方の勤務体系

にしっかりと適応していかなきゃいけないという部分があるので、ぜひ在り方の検討とか

というのをしていただかなきゃいけないと思うんですが、その辺の意向とかだけちょっと

確認だけしておきます。 

 

ủ  

 事務長の加藤でございます。先ほどの中川委員さんのご質問、午前中の諸岡委員さんの

ご質問とも一部重なる部分があろうかと思うんですが、当院の託児所、院内託児所という

位置づけで、看護師確保あるいは離職防止ということを目的に、昭和46年から運営をして

きたわけでございます。そうした中で、これまでもこの委員会でもご指摘いただきまして、

運営の在り方についてはご意見も頂戴してまいりました。 

 そういった中で私どもの答弁といたしましても、今のやり方がベストであると思ってい

るわけではございませんでして、これまでの答弁の中でも、民間委託も含めて検討したい

という旨のご答弁もさせていただいているところかと思います。 

 そうした中で、午前中、総務課長からも答弁させていただきましたところですが、今後
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のどういう形がよりふさわしいかというところで、他院の院内託児所の事例も研究してま

いりましたわけですけれども、そういった中で課題が幾つかございます。最も大きな課題

と捉えておりますのが、現在こちらに予算、退職金として1800万余円の予算計上しており

ますけれども、現在保育士として働いていただいている方の身分を、引き続き民間委託な

りした後の確保といいますか、処遇面も含めて、その辺りをどう担保するかというところ

が一番大きな課題の一つかなと捉えております。 

 そういったことを含めて先行事例をいろいろ調査してきておるんですけど、なかなかう

まくいったところがなく、もしくは逆に失敗というようなちょっと話も聞いておりますの

で、その辺りも踏まえて、総合的に慎重に判断しながら、よりよい運営の在り方を、議員

の皆様のご意見も頂戴しながら模索してまいりたい、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 

ủ   

 ごめんなさい。やっぱり分からない。もう一回聞くんですけど、委託先の職員の方の身

分保障というのは、病院が考えやなあかんもんなのか、何か法的に義務があるんですか、

それは。 

 

ủ  

 今この院内託児所の職員として働いていただいている方、これが民間に移行させること

によって、恐らく処遇面──引き続き雇用していただくということももちろんありますけ

れども──での変化というところですか。その辺りについては、やはり一定の担保をした

上での民間委託の場合ですと、そちらとの話合いということがやっぱり必要になってくる

のではないかなと考えております。 

 

ủ   

 それが法的にそういう義務があるということなんですね。そこを聞きたいんですよ。 

 

ủ  

 法的にというのは、そこまではないかと思うんですけれども、他院のそういった先行事

例を調べておりますと、民間委託するに当たって、今現在雇用しております保育士さんの
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処遇、継続雇用を条件として委託をした。ところが数年後、また次の契約の更新となった

ときに、他の事業者さんとの競争ということになりまして、そのときに最初に委託したと

ころと別のところに委託先が切り替わった。その結果、移籍された保育士さんが解雇され

たということで、訴訟になったと。そういったことがあったと聞いております。なかなか

ちょっと難しい問題を含んでいるのではないかと考えております。 

 

ủ   

 いや、例えば四日市ドームが体育協会に委託されているとか、北大谷斎場がどこどこに

委託されているとか、いっぱいあるじゃないですか。あれ、５年とか何年かに１回切り替

わっていって、継続して10年、20年とやっているところもあれば、５年で切り替わるとこ

ろもあります。上下水道局なんかは何十年かやっとったけど、今年切り替わるけれども、

切り替わるときに一々その人らの身分保障を、じゃ上下水道局がしておるかといったら、

多分していないと思うんですよね。 

 今おっしゃった、法的にというよりもという言い方をしたけれども、いうよりもじゃな

くて、大事なのは法的に義務があるのかないのかと、そこやと思うんですよ。法的に義務

がないものを病院が業務としてやっておるとしたら、本来やらんでもええ仕事に人件費を

割いておるわけで、税金の無駄遣いになるわけですよね。だから、法的に義務があるのか

ないのかというのは、明確に答えていただけないかなと思うんですが、どうでしょうか。 

 

ủ  

 法的に義務があるかどうかというのは、ちょっと確認を確実にしておりませんので。今、

申し上げたのは道義的なところかということで。 

 

ủ   

 道義的にというのはよう分かるんです。だから例えばほかのところだと、３年間は契約

を維持しますよと。３年後には解約する可能性がありますよ。継続する可能性も当然ある

けれども、解約する可能性があります。だから３年猶予があるから、その間にその次、契

約が解除された場合はそちらで考えといてくださいねという猶予が３年あるわけです。例

えば３年とか５年とか６年とかあるけれども。 

 そこは道義的やと思うんです。いきなりこの３月でしまいって、それはちょっとあまり
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にもひどい話だけれども、契約期間、例えば５年なら５年、３年なら３年とやっておけば、

その間に次のことを考える猶予ができるんだから、そこで道義的責任は多分担保されると

思うんですよね。 

 そうすると、今、随意契約でやっているけれども、例えばこれを例えば３年後に公募し

ますということを、今、今年予告をすれば、その３年間で、その人たちは３年後のことを

自分で対応する時間ができるじゃないですか。それだけで十分なんじゃないのかなと思う

んですけど、どうですか。 

 

ủ  

 それで十分かどうかというのは、今、回答させていただくことはできないんですけれど

も。託児所のほうにつきましても職員労働組合がございますので、そことの話合いになっ

てくることかとは思います。 

 

ủ   

 一旦いいです。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 この予算資料の最初のところの病院施設大規模改修事業のところで、この病院施設の大

規模改修の実施計画に9900万円の計上をしていただいています。これ、令和２年度に基本

計画・基本設計をしていただいて、これはもう基本計画・基本設計は出来上がっていて、

いつでも開示できる状態なんですか。 

 

ủ  

 施設課長の今村でございます。現在、今年度という形で基本設計と基本計画のほうをや

らせていただいております。今、最終的なところを詰めておる状態でございます。 

 

ủ  
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 じゃ、まだ素案の段階も僕らは見ることはできないんですかね。基本計画・基本設計を

見ることなく、もう次の。それがどうなるのかよく分からない状態で実施計画も議決しな

きゃいけないということですかね。 

 

ủ  

 全て無理やということではないということで考えております。どの辺までということで

したら、内容についてはお示しさせていただきたいと考えております。 

 

ủ  

 今まで、これ、協議会とか、まだ見たことないですかね。 

 

ủ  

 現段階まで、まだご提示させていただいていることはありません。 

 

ủ  

 ちょっと概要版でもいいので資料として提出いただきたいんですけど、委員長、お計ら

い、よろしくお願いいたします。 

 

ủ   

 今村施設課長、準備できますか。 

 

ủ  

 例えば事業の目的とか重点的な項目、それから事業の内容とか設置目的とかという形の

ほうで、どの辺のところをどのような形でいじるかという形のほうでよろしいでしょうか。

それと概算、この部分にということで平面的に示させていただいたやつで結構でしょうか。  

 

ủ  

 概略が分かるような形で、基本的なことが私たちに入力できればそれでいいので、そう

いう部分で結構です。 
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ủ  

 ご準備させていただきます。いつまでにというのは、どうさせていただいたらよろしい

わけでしょうか。 

 

ủ   

 審査に影響しますか。しませんか。 

 

ủ  

 心情的には影響しますけど、そんなに絶対なければならないというわけではないんです

が、それはもうお互いの信頼関係の中でですけど。それは委員長にお任せします。それは、

めちゃめちゃ無理を言う必要はないと思うんですけど。できる範囲でいいと思います。配

信いただければいいと思いますので。 

 

ủ   

 どのぐらいで準備できますか。 

 

ủ  

 今、うちのほうから資料を出させていただいている資料以外のもので、もう少し詳しい

ものということでよろしいでしょうか。 

 

ủ  

 はい。 

 

ủ   

 今、準備していただいているんですか。 

 

ủ  

 政策推進監、田中です。今、準備に入っております。 

 

ủ   
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 分かりました。 

 

ủ  

 それほど詳しいものにはならないかとは思いますけれども、ご容赦いただければと思い

ます。概要が分かるようなものとして、今、担当の者が作り始めております。病院という

こともありまして、ちょっとデータのやり取り等あると思いますので、もう少々お時間を

頂ければと思います。以上です。 

 

ủ   

 中川委員、それでよろしいですか。 

 

ủ  

 結構です。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 概算というたら、幾らぐらいかかるものですか。 

 

ủ  

 概算につきましては、病院自体は24時間365日休みなく稼働されておる施設であります

ことから、今のところ、過去の改修実績から概算すると、全体としましては38億円ぐらい

かなという形で考えております。 

 

ủ  

 結構です。 

 

ủ   

 他に。 
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ủ  

 ちょっと別の部分に行きまして、当初予算資料の市立四日市病院分の26分の16です。人

材確保とスキルアップというところで、大変、無理言ってというのか提案させていただい

て、研修についてのアンケートというのを取っていただいたということがございました。

その中で、今当初予算について、その内容を受けて変更が見られた部分、令和３年度につ

いての特徴等があれば、改めて特出しでお示しいただきたいと思います。 

 

ủ  

 院内研修についてのアンケート、昨年度実施させていただいてということで、今回ちょ

っと特出しでございますか。 

 特に昨年度から特別に強化したというところではございません。予算的には、昨年度か

ら180万円ほど研修事業は少なくなっておりますけれども、こちら、主立ったところが、

今、学会とか研修会が、このコロナの影響でウェブ開催に変わっているところがほとんど

でございます。それの旅費、交通費が不要ということで、減少してございます。 

 

ủ  

 アンケートを取っていただいた中では、新しい要望みたいなものが見えてきたというよ

うなお話も事務方からは頂いたと私は理解をしておりました。その中で、この令和３年度、

確かにコロナ禍で状況も変わって難しい判断の年ではあると思うんですが、ポリシーが全

く変わっていないとなると、ちょっとどうなのかなと感じてしまうんですけど、本当に変

わりはないんですか。 

 予算の額面的な問題は別にして、例えば一つの学会に参加するに当たって、学会開催期

間が３日あったと。３日あるうちのここだけ行ってらっしゃいという病院側からの指示が

あったときに、例えば前部分であったり後ろ部分について興味があるということの申出が

あったときに、それを研修として認められるのかどうかなんていう話も当時させていただ

いたかと私は記憶をしているんですが、そういったことを、例えばですよ、認めるように

今考えているんだということなんであったり、そういったところでも一切変更なく、例年

どおりの形で組んできたんだということなのか。その辺りを少し説明いただきたいと思い

ます。 
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ủ  

 今、樋口委員さんおっしゃっていただいたのは、学会などの出張で、その前後にそれと

は別に興味があるという、その分の学会についてどうかということだと思うんですけれど

も、こちらとしては、その学会は開催日時が接近しているということで、一体的に捉えて

ということよりも、学会はまた時期がたまたま接近している、前後にあるということでは

なくて、その学会一つは一つという形で、そこは変わりはございません。 

 たまたま前日にその学会があるからくっつける。離れているからその学会は駄目ですよ

という形じゃなくて、あくまでもその学会の単位としては、今までと変わりなしというこ

とで。そういうことじゃないですか。 

 

ủ  

 小児科に関わるものがあったとするじゃないですか。看護師さんが、横断的に小児につ

いて勉強したいと思っていると。出張命令としては、このこまに出てきなさいという、例

えば３こま目に出なさいという出張命令があったと。２こま目や４こま目について、現在

出張命令はもらっていないけれども、非常に興味のある分野であると。この研修にぜひ参

加したいという申出があった場合に、それを出張として許可することができるのかどうか。

研修の一環として認めるということを、考え方として今までは持ってみえなかったんです

よ。それを今は持てるようになっているのか。今まで、従前どおり持たないでいるのかと

いうところを伺っております。 

 

ủ  

 多分学会につきましては、例えばその中の１こまという形で、学会の単位で参加いただ

いているという認識でございます。 

 

ủ  

 じゃ、それが学会にフルで出てもいいよという話になったときに、もう一個お話しさせ

ていただいたのが、当時、果たして本庁職員の出張規程、旅費規程に照らし合わせるのが

適かどうかというような指摘もさせていただきました。例えば早朝から座学があるなり、

発表についての準備がある等のことがあった場合に、前泊は許されるのかとか、後泊は認
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められるのかとか。泊にかかる費用の弁償がどうであるかということは別にして、その時

間帯を認めてあげることができるのか等で、一度検討いただきたいというのを当時要望さ

せていただいたという記憶もございます。その辺りは、解釈いかがでしょう。 

 

ủ  

 本庁とは別の考え方で、もう少し柔軟にというご趣旨のことかと思うんですけれども。

逆に当院、病院がなぜ本庁と違うのか。その辺りの説明というのはなかなか難しいという

ことでございます。その辺りにつきましては、本庁と合わせる形で実施をやっていきたい

と考えてございます。 

 

ủ  

 市民の生命を守るとか市民生活の安心、安全を担保するという意味合いでの市立四日市

病院の存在の意義ということを考えますと、一概に本庁職員が市民の安全、安心に関わっ

ていないとは言いませんけれども、新しい知識、新しい技術について意欲的に学んでいき

たいという方たちが、研修を受けることによって得られるものも多いと思うんですよね。

それが、ただ単に座学に参加して座っているだけとならないために、どうあるべきかとい

うのを、場合によっては考えたらどうなのかななんていうことを思うわけですよ。 

 朝、確かに近鉄四日市駅発何分までだったら前泊が出ないとか、何時までに研修が終わ

った場合は、何時までに近鉄四日市駅に着くのでこれについては後泊が出ないとか。考え

方は分かりますよ。考え方は分かるけれども、例えばセミナーがあって、セミナーが終わ

ったと。ただいまからは講師への質問の時間とさせていただきますと言っておるのに、時

計を気にして会場を飛び出していかなきゃいけないような状況にも陥るのではないかなと

いうことを考えると、もう少し柔軟な考え方があってもいいんじゃないでしょうかという

のが、１年ちょっと前の私の指摘だったわけでございます。 

 その辺りの柔軟さというのは今も持つことはできないし、今後持たないという判断でよ

ろしいか。 

 

ủ  

 今、樋口委員さんがおっしゃったような、出発それから帰庁、戻ってくる時間の融通と

いいますか、柔軟性のことかとは思うんですけれども、それは本庁の職員、それから病院
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の医療職につきましては、移動という面につきましては、変わるところは特段ないかと思

います。むしろそれよりも、職員のスキルアップに役立つかどうか。その辺りでもう少し

柔軟なというのはあるかどうか。出発、それから戻る。出発とあと帰着について、病院の

職員のほうが時間が必要というのも、なかなか難しいかなと思います。本庁とは同一でと

いうふうに考えております。 

 

ủ  

 この予算を認める、認めないという話ではないんですけれども、せっかくこういった予

算を組んでいただけるんであれば、一つの学びでそれが８割の学びになるのか、10割の学

びになるのかというのが影響を受ける可能性ということも考えてほしいですし、事務方の

人間と専門職の人間の違いというのも僕はあるんじゃないかなと思っています。この場に

は看護師さんはおみえにならないですけれども、ドクターは病院長がおみえになりますが。

私は専門的に新たな知見を得るに当たって、例えば行政システムの新しい形を学ぶとか、

マイナンバーカードについて学ぶというのとは、僕は違う次元の話がそこには展開される

こともあるんじゃないかなと思っているんです。 

 そんな中にあって、最優先に研修の成果を上げられるような形を担保してあげるという

ことは、事務方としても考えていってもらわんと、専門職をつなげとめていくって、そん

なに簡単なことじゃないんじゃないかなと思いますから、今後もぜひ専門職の皆さん、ま

た看護師さんやドクター、技師の皆さんの声も拾い上げながら、もしその求めが正当であ

るということが判断できるなら、僕は本庁に右へ倣えする必要はないという考え方をずっ

と持っていますし、応援もしていきます。意欲的な研修になっていくように、さらに研究

をしていただきたいということを強くお願いして終わります。 

 

ủ   

 今村施設課長、資料の準備はできましたか。 

 まだですか。 

 他に。 

 

ủ  

 給食業務の委託費についてお伺いさせていただきます。これは債務負担行為で、総額10
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億4541万8000円で、令和３年度の支払いが、委託料として３億3660万円になっているんで

すが、病院で入院患者の皆さんとそれから通院患者の皆さんの満足度調査をしていただい

ているんですよね。 

この資料は、多分ホームページに載っているところで。特にちょっと気になったのが通

院の待ち時間という。これは想像つきますのでいいんですけど、入院のほうの特にちょっ

と不満というところと、どちらとも言えない、やや不満、不満というところの数字が多い

のが、これは食事の内容というところなんです。これ、どちらとも言えない、それからや

や不満、不満を足していくと47.4％になっているので、半分近くの人があまり満足いただ

いていないのかなというところです。病人食なんで、そんなグルメなものが出てくるとは

思えないんですけど、業務委託するに当たって、この満足度調査をした結果を受けて、ど

ういうアプローチをされているのか、お伺いさせていただきます。 

 

ủ  

 医事課の西山から回答させていただきます。この件につきましては、年に２回程度喫食

調査ということで、入院された患者様からアンケートを取っております。また、それとは

別に、嗜好調査ということで、どういうおかずがお好みであるかという調査。それと、毎

月１回、給食の受託業者それから栄養士、事務方、医師も含めた形で会議を行いまして、

月ごとに状況を把握しております。それと、これ、毎日の患者さんに出す食事につきまし

ては、日替わりで院長と医療職の役職者、事務長等も含めて、検食という形で、その食事

についての評価ということを行っております。 

 そういうふうなものを含めて改善には努めておりますが、以前の委員会の中でも、市内

の他の病院についての食事についてのご指摘は頂いておりますもので、今後もやはり院内

のご意見、患者様のご意見というものを、常に捉えながら改善に努めてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

 

ủ  

 今お伺いさせていただくと、嗜好調査や喫食調査、日替わりで検食で評価もしていただ

いていると。僕の想像以上にやっていただいているのかなとは思うんですけど。これは

100％満足という答えはなかなか難しいとは思うんですが、少しこの辺の改善に、次の調
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査をしたときに改善傾向が見られるような取組をぜひしていただきたい。今、当委員会か

らのいろいろな要請で、市内の食事についても調査をいただいているということなので、

その辺、この辺の満足度も上がるように結果を待ちたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

 

ủ   

 他にございませんか。 

 よろしいですか。 

 

ủ  

 ちょっと最後に。いいですか。 

 本年度もＤＰＣを堅持するという方針は変わらないと思うんですけど、このコロナ禍を

受けて、ＤＰＣではなかなか賄い切れないというところもあって、特にコロナ関係のとき

に、少し出来高払いでプラスするみたいな話もあるのかないのかって、この辺、何か特例

のやり方とか今あるんですかね。 

 

ủ  

 コロナウイルス感染症に伴う検査の部分につきましては、患者負担でなく公費負担でと

いうふうなことでの出来高の認定というのがございます。以上です。 

 

ủ  

 ということは、もちろんその検査の部分は公費で全てＤＰＣと関係なしに負担というか

計上いただくという形ということ以外に、別段、検査以外には何もそんなにないというこ

とですかね。 

 

ủ  

 ご指摘のとおり、検査以外の部分については特段の加配というのは今のところございま

せん。以上です。 
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ủ  

 ちょっと素人で分からないですけど、ＤＰＣを堅持していただくということは大切なこ

とやと僕は思っているんですけど、でも、病院経営は非常に忙しい割には経営的には大変

やというのが課題として残っていて、ＤＰＣをこれから堅持していくに当たって、病院と

して、この辺は非常に厳しいなとかという部分とか、課題に思っておられる部分とか何か

ありますか。 

 

ủ  

 今般の感染症に伴いまして、やはり患者様方の診療抑制、あるいはかかりつけの開業医

さんへかかるのを遠慮する。あるいは健診等について実施されていない期間があったとい

うふうなことで、本来治療する必要がある患者様をご紹介いただくケースが今年度は少な

かったように感じております。そういうふうな意味で、手術件数、入院患者数等減少して

いるという部分では、大きな影響があったと思っております。以上です。 

 

ủ  

 コロナの時代はもちろんなんですけれども、本当に一番経営にこたえるのは、受診の抑

制ですね。それが非常に大変だということと、検診の受診率が非常に落ちて、悪性疾患の

早期発見とか、頭とか虚血性の病気も早期発見も遅れて、それに対する検査・治療の数も

大幅に減っています。 

 コロナのときは、一応全国的な影響なんですけれども、今後ウィズコロナの時代になっ

てずっとこの傾向が続く場合は、病院の運営方針、使命は急性期医療とか共同医療、周産

期と、それは変わりないんですけど、全く今までどおりのものでいいかということは、そ

れをどういうバランスを持ってやっていくかというのは、みんなで、今後職員全体で考え

てやっていきたいと考えております。 

 

ủ  

 ありがとうございます。受診抑制とか、また検診とかをやめちゃったりとかして、早期

発見がなかなかできなくなってきたりとかってするのは、やっぱり重要な問題やと思いま

す。ぜひ市立四日市病院の規模でオンライン診療ができるかどうかはちょっとなかなか難

しいんですけど、そういったことも、オンライン診療で賄える部分と、そうではない部分
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と、いかに早期発見ができるように、不要な受診抑制を回避するような施策もぜひ考えて

いただきたいなと思います。 

 当面やっぱりＤＰＣを堅持していくということで頑張っていただきたいのと、先ほど院

長がおっしゃったように、今後のポストコロナ、アフターコロナでの市立四日市病院の在

り方とかというのも常に模索しながら経営していただきたいなということの要望だけ言わ

せていただいて、終わります。 

 

ủ   

 資料が準備できましたので、今村施設課長。 

 

ủ  

 すみません。大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 

 お手元にＡ４の両面のところと図面という形でお示しさせていただきました。順次、説

明させていただきます。 

 今回の大規模改修事業によるものにつきまして、当院はこれまで数々の増築・改築、改

修を繰り返してきており、施設の大半について、医療環境の整備・改善が図られてきてお

ります。しかし、一方では、築年数40年を超えて、現在まで未改修のままである配管・配

線等による機械・電気設備のインフラ経年劣化や、未改修部分の老朽化とか狭隘化が進行

しているということで、今後、目標耐用年数を60年という形でみておる中で、令和20年頃

までは、現病院の建物を保全しながら病院経営を実施することが現実であるということか

ら、これから安定的に高度医療を提供していくためには、こうしたインフラを主とした病

院施設の老朽化対策が喫緊の課題ということから、今回、大規模改修に移らせていただき

ました。 

 今回の事業の中で重点的な項目としましては、まず質の高い医療の提供という形で、将

来における医療需要を見据えながら、技術革新。新しい技術の医療機器等についても柔軟

に対応できるような施設をという形のほう。二つ目に、療養施設環境の向上ということで、

患者が安心、安全で快適に過ごせるよう、療養環境を整備するという形です。これは、先

ほど言わせていただきましたインフラ関係等についてです。それから、今まで未改修部分

であるところの、非常に狭隘なところと古い場所について、医療従事者が働きやすい労働

環境を整備し、向上させるという形のところです。三つ目に、今回新しく設けさせていた
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だいておるんですけど、地域医療の推進ということで、入退院機能を統合した入退院支援

部門を新設するという形です。この三つを重点項目として、今回、大規模改修を考えさせ

ていただいております。 

 こうした中で、老朽化した病院施設の対応については、老朽化、配管・配線等をはじめ

としたインフラ。未改修部分につきましては、１階と２階に位置する薬局、中央検査室、

中央放射線部門の３部門を改修計画に加えさせていただきました。下のところに書いてあ

ります入退院支援部門です。入院の手続から退院後における地域での生活まで見据えた、

切れ目ない支援を実施するために、入退院支援部門を新設したいという形で考えておりま

す。 

 ２枚目につきましては、今回の改修する部門の薬局については、現状491㎡を493㎡とい

う形です。中央放射線部門については78㎡から115㎡という形です。中央検査室を794㎡か

ら988㎡という形です。以前からも中央採血室が非常に狭くて、皆さん待っているという

ことも含めて、中央検査室を91㎡から137㎡ということです。これは待合室は含んでいな

い状態で、ここまで広げさせていただきたいと考えております。患者支援センターとしま

しては、入退院支援部門ということで約230㎡。それと今までの地域連携、医療相談部門

のサルビアを69㎡から110㎡という形で今回考えさせていただいております。 

 インフラ等の老朽化につきましては、詳細を見ていただいたら分かりますように、空調、

衛生機器それから電気関係で、冷温水管、蒸気管、膨張管等ですね。30年以上経過した箇

所について老朽化がかなり見られますので、その辺のところを、配管のルートの見直しも

含めた中で、今回計画させていただきます。 

 以前からもセキュリティーの問題が出ておりました。今回、この中で院内セキュリティ

ーということで、入退院管理も含めて各病棟のエレベーターホールに扉を設置して、そこ

で入退室管理を強化させていただきたいと考えております。 

 図面をちょっとお示しさせていただいた中を見ていただくと、これは、まず１階の平面

図でございます。１階の平面図につきましては、まず左の上の三角地のところで、ステッ

プ１の増築のほうで書かせていただいてあるんですけど、ここのところに入退院支援部門

を入れさせていただきます。その下のところにあるサルビアと一体化した形で考えており

ます。薬局部門について、この部分について変えさせていただきたい。 

 それと、今現在コンビニがあるところについてです。左の下のところにコンビニと、ち

ょっとＣ工事のみ別途と書いてあります。コンビニを一旦、今の計画の中では左の点線で
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書いている仮設コンビニという形で、２階建てという形で、右のほうにある仮設プレハブ

という形でここに一旦仮設のコンビニを持ってきて、今現在サービス棟からコンビニの上

にある配管等を全部直すということを考えております。 

 それと、今回１階部分については、こういった形でステップ５のところの生理検査のと

ころ、それから放射線部門。２枚目につきましては、大きくは右側の生理化学室等、この

生理部門を、全面的に改修を考えさせていただきます。それに伴う、どうしても種地とい

うところが必要になってきますので、種地等のステップという形のほうで、今回、講堂と

か診療管理室を利用した形で施工させていただきたい。あくまでも一つ種地をつくって、

そこに順番に移っていくという形で考えております。そういった形から、約５年という形

で工事を考えております。 

 その中で、来年度、予算を9900万円ということで、このための実施設計を行わせていた

だきたいということで上げさせていただいております。 

 簡単ではございますけど、説明は以上でございます。 

 

ủ   

 ありがとうございました。 

 ご質問は。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 他にご質問はありますか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段、ご意見、ご質疑もないようですので、提言チェックシートに記載する当初予算案

の反映状況の確認に移りたいと思います。 

 まず、コロナ禍を受けた市立四日市病院の感染症対策の実施についての意見がありまし

たらご発言ください。参考は、この提言資料のファイルを前もって準備してありますので、
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各委員さん、それを見ながらお願いします。 

 どうでしょうか。 

 コロナ禍というのは終わらないというんですか。今後ワクチンを接種してどうなるかと

いう部分で、この病院の感染症対策についても、まだ次年度も続くかなというふうに私は

理解するところなんですが、委員の皆様は、ここに当初予算案として（１）から（４）ま

での予算が上がっていますが、そこら部分について、今後、最終的には次年度事業費予算

にどうつなげていくか。いわゆる拡大するのかという反映状況を決定しなきゃならないの

で、そこらを踏まえてご意見をお願いします。 

 

ủ  

 14分の３で、私も当時、提言をしていくに当たって、コロナ禍において病院の運営上、

変化を求められた部分があって、例えば入院患者に対するお見舞いの方の管理というのが

大きく変わってきていますよねと。その中で、来年度以降も実施していかなきゃいけない

部分については、しっかり予算づけを行った上で、感染症対策を十分に取るとともに、今

後の病院運営、経営にも継続していただけるような部分があるんであれば、ぜひ継続を検

討していただきたいという旨で発言をしたと記憶しております。 

 対して、こちらで理事者からの報告で上がってきた部分というのは、もうまさにこれか

ら感染症でどのような対策をするかという手当ての部分が多くて、コロナというものが終

わってしまうと、感染症対策については、コロナの収束とともに市立四日市病院もつけな

くなる予算が上がっているのかなと理解をしております。もう少し全般的に日常経営の中

で予算が増えてしまった部分というのはあるんじゃないかなと思うんですが、その辺りと

いうのはいかがですか。 

 

ủ  

 樋口委員さんおっしゃいましたように、当院は病院ですので、コロナ以前から感染対策

というのは実施しております。それが例えば一番身近なものであればマスク、あるいはア

ルコールの手指消毒液、あといろいろな防護具ですね。フェースシールドやキャップ、手

袋といったものもございます。 

 委員さんおっしゃいましたように、今年度春の時点では品薄になって、なかなか入らな

かった。かなり値段が上がったというものがありますけれども、ここへ来て大分下がって
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きているような状況。ただ、元に戻っているかというと、なかなか戻り切っていないもの

もございます。そういったものをご心配いただいているのかなとは思います。 

 あとは医療機器なども、今年度ですとＥＣＭＯ、それから人工呼吸器とかＨＥＰＡフィ

ルターつきのパーティションなども購入させていただいております。これにつきましては

来年度も使用できますし、あとそれぞれの症状に応じまして、いろいろな医療機器、検査

機器であるとか、そういう医療機器も５億円の予算の中で購入していく予定でございます。  

 こういったところでしょうか。 

 

ủ  

 多分、僕の説明がよくなくて、例えば外来患者だと検温計がつけてもらってあるじゃな

いですか、今は。顔を見せて、平温ですよということを出していただいたり。そういうの

は継続していくんだったら継続していくだろうし、入院患者さんのお見舞客で見える方た

ちの管理というのも、以前、病院の安全管理という視点で、見舞客の管理をもう少しでき

ないのかという話になったときに、防犯カメラの角度のことなどなかなか難しいと言われ

ている中でコロナがぼんと来た。例えば１人の入院患者に対して２人までだとか、１人ま

でと結構徹底してできていると思うんですよ。 

 そういうことというのは、引き続き継続していくことによって安全管理というのも果た

されていくだろうし、そういうところにもし余剰の、今までよりはお金がかかっているん

であれば、そういうことについてはしっかり予算枠を確保して実施してください。消耗品

が増えたとかというのももちろんその一環ではあるんですが、例えば体温を測るやつなん

かは、コロナが収束したらもう置かなくなってしまうものなのか、今後も置いていくもの

なのか。そういうことをもうちょっと聞きたかったんですね、この提言チェックシートの

中では。 

 

ủ  

 一度こういう大きな全国的な世界的な感染を経験すると、特に救急現場なんかでも、重

症患者が来たときにいろいろなリスクを考えてやるもんで、非常に時間もかかるし物もか

かるということで、診療に非常に手間がかかるということです。診療報酬には変わりない

んですけれども。そういうことで、非常に一つのことをするのにも、より慎重になって、

よりいろいろな検査をしたりということで、これから大変な時代が来るんじゃないかと考
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えています。 

 面会に関しては、できるだけリスクが低減すれば、やっぱり家族の方もお会いしたいで

しょうし、リスクとの兼ね合いで、徐々に。急速に面会制限解除するなんていうことは非

常に感染リスクが高いんですけれども、四日市市とか三重県下の感染状況で判断していか

ざるを得ないですし、家族の希望を丸々受けて早期に解除してしまうと、また院内感染と

かそういう問題があるから、判断はそのケース・バイ・ケースとしか。その時点で、患

者・家族の気持ちと感染のリスク両方と、収束をしたら、非常に少なくなった場合に、そ

の辺はやっぱり判断して、解除の方向には進めていかないといけないとは思います、面会

に関しては。 

 だから、これからどうなるかという、この周りの感染状況が本当にゼロになって、また

新規の感染症がないという状況であればまた元に戻せるんでしょうけど、リスクを考える

と、やっぱり今までよりはちょっと慎重に対応していくんじゃないかと思っております。 

 

ủ  

 ひょうたんから駒じゃないですけど、非常時の運用の中で、今後の病院経営に生かせそ

うな部分というのも多分出てきたんじゃないかなと。そういったものについては、今後も

予算要求をしっかりとしていっていただきながら、よりよい病院経営に資してくださいね

という意味合いで提言を私はさせていただいたところがございます。私としては、ここに

書いていただいたような場当たり的というか、コロナに特に対応するべき部分として計上

してもらったものはもちろん評価させていただくんですけれども、日常のオペレーション

の中で変わってきたもので、このまま継続していったほうがいいよねというものについて

は、ぜひ今後も継続をしていただきたいということが提言の中に含まれておったという表

明だけさせていただいて、特段これでどうのこうのということではないので、分かってい

ただいたと思いますから、終わります。 

 

ủ   

 樋口委員からの意見は、すぐ収束するわけではないから、さらにこれを継続して。拡大

まではとは思うんですが、しかし、継続イコールちょっと拡大みたいなものなので、反映

状況の中では。だから、今、病院がこのコロナ禍を受けた感染症対策という部分につきま

しては、樋口委員の意見を整理しますと、反映状況の中ではやっぱり拡大になると思うな。
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継続ってないもんな。 

 分類が五つありまして、廃止、縮小、拡大、新規事業の実施、その他。その他かな。 

その他の中で、当然終収束では続けていかなならんもんで、そういうくくりでよろしいで

しょうか。 

 よろしいですか、樋口さん。 

 他の委員もよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 引き続いて、もう一件、救命救急センター、ＥＲについてという部分で、これについて

も、体制の充実についてご意見がありましたらご発言願います。 

 

ủ  

 もともと体制が悪いわけやで、これは別にコロナじゃなくても、もっともっと充実をし

てやってもらわんと、僕の意見としてはね。もともとが２人だけでやっていた部分があっ

て。だから、まだまだこれで満足というあれにはなっていないので、引き続き拡大してや

ってほしい。 

 

ủ   

 これ、以前確認したんですが、一番の問題点は、専門医の絶対数が足らないと。これに

対して準備はしているというけど、なかなかすぐには思うようにならないと。環境につい

ては、体制についてはかなり努力されて、いろいろな連携とか、そこらを図られて、今、

頑張っておられるんですけど、やっぱり最終的には医師の確保までいかないと、この体制

の充実というのは完成形じゃないかなと僕自身は思うんですけど。ほかの委員の方はどう

思われますかね。 

 

ủ  

 委員長のおっしゃるとおりだと思いますので、ぜひ救急救命を専門にするドクターをど

れだけ確保していくかと。非常にこれが難しいというのを以前からおっしゃっているんで
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すけど、どういう確保策があるのかというのはいろいろな側面があるので、一口ではなか

なか難しいかもしれないですけど、今後積極的に救急救命の専門のドクターを確保する努

力を引き続き行ってもらうことと、その確保策のいろいろな施策を検討いただきたいなと

いうところに期待したいなと思います。 

 

ủ   

 医師の確保のときに、当然予算もつく話ですので、これは小川委員が言うように、予算

も含めて考えれば拡大という解釈をするんだけど、それでよろしいでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

ủ   

 すみません。ちょっと僕が勘違いしまして、ここに書かせる当初予算に対しての評価だ

と。僕が言いたいのは、今後の将来の希望を述べたんですけど、そうじゃなくて、今回の

当初予算がこれでどうかという見方の中で意見を集約してくれと、今、事務局から言われ

ました。 

 

ủ  

 一緒なんだけど、確かに医師の確保って、難しいんやろうと思っていますけど、やっぱ

りそういう部分がきちっとクリアして、まともなんて言ったら怒られるけれども、通常の

よそのＥＲみたいな救急救命病棟をきちっとするという意味では、まだまだ不十分やな。 

 

ủ  

 これ、反映状況としては満足なものではないというところで、その他の、新たな医師の

確保策とか模索をする必要がある。さらに拡大していただくというところを盛り込んでい

ただくようお願いしようかなと。 

 

ủ   

 そうですね。その他の分類ですね。その他の分類で、当初予算以上に今後は拡大してい

くというような見方で。それでいいか。 
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 他にご意見ありますか。 

 

ủ  

 例えばこれ、救急救命ドクターを確保するに当たって、これは一般会計の繰り出しの基

準の中にそういうのも入ってくるんですか。 

 

ủ  

 総務課経営係長の加藤です。 

 一般会計からの繰り出し、今、病院にとっては繰入金ですけれども、救急に関する収支

の不足分について頂くことになりますので、例えば救急専従医が増えて、収入としてはそ

れほど増えないのにコストとしては上がる場合は、不足分が増えるわけですから、繰入金

は増やしていただけると理解しております。 

 

ủ  

 そうなれば、そういうことも十分市長部局と調整いただいて、確保策を練っていただく

ようにお願いをいたします。 

 

ủ   

 他にありますか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 それでは提言チェックシートへの記載内容を確認できましたので、これより討論に移り

ます。討論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、
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よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。 

 なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮りします。反対表明がありませんでした

ので、簡易採決とさせていただきます。 

 議案第80号令和３年度市立四日市病院事業会計予算については、可決すべきものと決す

ることにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第80号 令和３年度市立四日市病院事業会計予算について、

採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

ủ   

 全体会審査に送るべき事項について、委員の皆様からご提案がありましたら、挙手にて

ご発言願います。 

 

ủ   

 さっきの午前中、話をした、午後も中川委員も触れられておりました託児所の部分です

ね。今年の予算を修正するとか否決するとかそういうことではないんだけれども、やはり

ちょっとシステムとして問題があるんじゃないかと思います。 

 ただ、おっしゃるように、すぐにどうこうでは、そこの人たちも困ると。当然これはあ

ると思いますので、その辺も踏まえて、一度このシステムについてしっかりと考える機会

があってもいいんじゃないのかな。全議員で協議する、議論する時間があってもいいんじ
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ゃないのかなと思います。この託児所の委託に関する部分を全体会に上げていただけない

かと提案いたします。その他かな、だから。否決もしくは修正と、何か理由がありました

よね。 

 ただ、今年修正せえと、そこまでは言うつもりはないんですよ。 

 

ủ  

 そうしたら、次の所管事務調査というのも僕はいいなと。 

 

ủ   

 所管事務調査か。なるほど、所管事務調査か。 

 予算自体に文句はないで、全体会ではないのかな。 

 

ủ  

 なんで、附帯決議にすればええやん。 

 一言注釈入れ、付け加えるかで。 

 

ủ   

 附帯決議をね、そうか。後ほど附帯の提案をして、それで附帯をつけるということで全

体会に上げるか。そういうことですね。 

 

ủ   

 附帯決議をすべきというところで、全体会送りをというふうに。挙手か。挙手にて。 

 賛成の方は挙手をお願いします。 

 

ủ  

 どういう附帯をつけるかをまず確認してもらわんと、反対も賛成もできないので。 

 

ủ   

 ごめんなさい。今、附帯の書面を準備していないので、口頭で申し訳ないんですけど、

趣旨ですね。趣旨としては、現状の随意契約による委託ではなく、今後、一般公募も含め
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た、開かれた委託先の確保の仕方を検討すること。そんなところでどうでしょうか。 

 

ủ   

 分かりました。 

 

ủ  

 分かった。それで諮ればええやん。 

 

ủ   

 それでは、今の諸岡委員の趣旨に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

ủ   

 ありがとうございます。 

 賛成多数であります。よって本件を全体会審査に送ることといたします。 

 これで市立四日市病院に係る議題は全て終了しました。お疲れさまでした。 

 理事者の入替えがあります。休憩を入れます。再開は午後２時半でお願いします。 

 

                                １４：１３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：３０再開  

 

ủ   

 それでは、再開させていただきます。 

 商工課所管部分として、予算常任委員会産業生活分科会、議案第70号令和３年度四日市

市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第５款労働費、第１項労働諸費、第７款商工

費、第１項商工費、第１目商工総務費、第２目商工業振興費、第２条債務負担行為。それ

では、商工農水部に係る議案の審査に入ります。まず、部長よりご挨拶をお願いします。 

 



 -  64 -  

ủ  

 お疲れさまでございます。商工農水部でございます。商工課、農水振興課、けいりん事

業課というふうなことでお世話になります。一生懸命説明させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

ủ   

 ありがとうございました。 

 

    議案第70号 令和３年度四日市市一般会計予算 

     第１条 歳入歳出予算 

      歳出第５款 労働費 

         第１項 労働諸費 

        第７款 商工費 

         第１項 商工費 

          第１目 商工総務費 

          第２目 商工業振興費 

     第２条 債務負担行為（関係部分） 

 

ủ   

 議案第70号令和３年度四日市市一般会計予算のうち、商工課所管部分を議題といたしま

す。本件につきましては、議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、資料の

説明をお願いします。 

 

ủ  

 商工課の渡辺でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料につきましては、タブレットの09、２月定例月議会の中の06の産業生活常任委員会

の中の003商工農水部（追加資料）をお願いいたします。09の次の06の次の003商工農水部

（追加資料）でございます。10ページから成る中の３ページからお願いいたします。 

 まず３ページでございます。高度ＩＴ人材育成事業の募集人数についてということで請

求を頂いております。講座開催の概要としまして、まず講座につきましては、年齢層別な
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ど３層に分けて開催したいと考えております。講座の回数としましては、１講座当たり３

回の連続講座としまして、年３回ということで、募集人数は各層10名ずつを予定しており

ます。１回で30名の３回でございますので、トータル90名を予定しているところでござい

ます。 

 また、募集人数の考え方でございます。アプリを作成していただく形の講座を予定して

おります。そのため、個人のスキルレベルなどによりまして、講座内容のスピードについ

ていくのが難しくなる方もいらっしゃるというケースも想定されるため、講師あるいは講

師補佐というものが、各受講者に対して個別に指導を行いたいと考えております。きめ細

やかな指導を行うために、講師１人に対して受講者３名あるいは４名ぐらいで対応してい

きたいということで、各回講座につきましては10名という形で設定させていただいている

ところでございます。 

 また参考までに、今年度パイロット的にやりました事業の概要を示させていただいてお

ります。 

 ４ページをお願いいたします。その講座の経費につきましてなんですけれども、教材費

あるいは講師の人件費、会場使用料、またアプリ作成に使用するライセンスの整備費用、

また受講者へのフォローアップなどを経費として含んでおります。講座に係る経費につき

ましては、トータル、予算額を約90名で割った場合ですと、１名当たり８万9000円という

計算になるところでございます。また、参加費を5000円頂く予定をしております。 

 ５ページをお願いいたします。四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助

金につきまして、これまでの経緯と考え方を整理させていただきます。また、今後の方針

について整理をさせていただきました。 

 １番目です。これまでの経緯としまして、この事業につきましては、令和元年度に制度

新設を行っております。中小企業における人手不足を解消し、女性の雇用を促進するため

ということで、特に女性用トイレ、女性用更衣室の設置など、女性が働きやすい職場環境

の整備を行う企業に対して支援をしてきたところでございます。令和２年度、今年度に当

たりましては、新総合計画の策定に合わせまして、従業員が働きやすい職場環境への整備

という形で、多機能トイレの設置も対象として制度を拡充してきたところでございます。 

 ２番でございます。今後のトイレ及び更衣室の整備支援に関する方針といたしまして、

従業員が働きやすい職場環境づくりを支援していくというところで、トイレ及び更衣室の

整備事業につきましては、男女問わず分離新設する場合も補助対象としていきたいと考え
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ているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

ủ   

 以上ですか。失礼しました。 

 説明はお聞き及びのとおりです。ご意見、ご質疑がございましたら発言願います。 

 

ủ  

 ありがとうございます。高度ＩＴ人材の育成事業についてご説明いただきました。目的

がもともとの当初予算の説明資料の中には示されていて、年齢の階層を分けていただいて

いて、それぞれの年代に期待するものは違うんですか、同様のものを期待しているんです

か。 

 

ủ  

 それぞれの年代別での期待というところは分けているという考え方はなく、やはり市民

の方のＩＴスキルの底上げと高度人材の育成ということで考えているところでございます。  

 

ủ  

 高度ＩＴ人材なわけですよね。そうすると、これを受けた人たちはアプリケーションを

自分で開発できるようになって、どうなるんですか。 

 

ủ  

 モデル的に今年させていただいた中でも、まず一つは、業務管理あるいは勤怠管理など

など含めて、いろいろ管理関係のアプリというのが、作りたい方が非常に多いという状況

にございます。そのアプリというのが、もともとはシステムをいろいろカタカタと打って

作り上げていかなければいけなかったものなんですけれども、近年アプリを作るアプリと。

ノーコードとかローコードと。コードというのは、昔で言うとＣ言語みたいなのをカタカ

タと打ち込んで、それをアプリ化していくというものではなくて、コードも打たずに、ア

プリを作るアプリを使って勤怠管理等のシステムを作ることが可能となってきております。  

 そういったものを作って、企業さんでそういったものを求めるところに就職していただ
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きやすいような人をつくる。あるいは、企業さんにとっては、社内で、外注に出さずに自

前でそういったことをできるようになっていく人材を育成していきたいと考えているとこ

ろです。 

 

ủ  

 僕がちょっと初め持っていたイメージが間違っていたんだなと思いながら聞いていたん

ですけど。説明の中ではきっとされていたんでしょうけど、私の認識が。要はフォークリ

フトの免許を取らすみたいなイメージということですよね。フォークリフトの免許とか、

就職支援で職に今就いていない方が様々な資格を取得して、就職しやすいようにしていこ

うという支援のＩＴ版ということでよろしいですか。 

 

ủ  

 そういった面も持ってございます。 

 

ủ  

 あまり高度なＩＴの人材を育成しているイメージがどうしてもないんですよ。事業名称

と事業内容がまだかみ合っていないのかなという気がします。就職支援の一環として、し

ていくということであれば、それは評価をしていくところだし、反対を今すぐ表明すると

いうほどのものではないんですけれども、高度ＩＴ人材とうたう以上は、将来的にそうい

う高度な技術を持った人を育成していかなあかんというときに、そもそもなぜ年齢を分け

るのかも分からないし、前言ったのは、他でやっているようなハッカソンと、ハック＆マ

ラソンと何が違うんですかみたいなことも聞きますよというお話をさせてもらいました。 

 よそのハッカソンなんかを見ると、もうそれこそ高校生・中学生みたいな子と社会人が

入り交じってデザインを考えて、プログラムをみんなでして、議論して、高め合っている

みたいのがあって、そんなのやったらすばらしいなと思っていたんですけど、階層も分け

る。年齢別に区切る。ほんで、やる内容はアプリを作るプログラムを用いて、ビジュアル

で組んでいくということだと思うんですけど、やると。それを、年齢で言うたら申し訳な

いけれど50代以上の人だけ集めてやっていたら、それって高度なのか、という感想が来て

しまうんですよ。 

 就職を促していって定職に就いていただくという支援でそういった年代層にする、年齢
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を分けるというんだったら分かるんですけど、それよりもっと中学生とか高校生とかがど

んどんいろいろなアプリケーションを開発してテレビへ出てきて、世界から評価を受けて

いますみたいなスーパー中高生がフィーチャーされているときに、四日市の高度ＩＴ人材

の育成は、20代と30代から40代と50代を分けてやっているんです。内容は勤怠管理ですと

いうのが、高度ＩＴ人材育成という題目の中で実施されていくのには物すごく違和感があ

ると私は思うんですけど、どうですか。 

 

ủ  

 ありがとうございます。確かに高度ＩＴ人材という単語の中で、高度という位置づけが、

今、委員おっしゃいましたように、スーパー中高生ではないですけれども、そういったレ

ベルのところから、エクセルやワードからもう一つ上のアプリケーションを作っていくと

いうところ、いろいろ差がございます。そういった中で、我々当初考えさせてもらってい

たのは、まず就職していただくのに、ワード、エクセルだけでなくて、もう一歩先の高度

なスキルを持った方たちを育成していきたいという思いからスタートしているところでご

ざいます。 

 今、委員おっしゃいましたような、もっとすごい人たちというところまでを想定してい

なかったというところで、タイトルから見まして、高度というところがその幅広の中で捉

えられるというところは、ちょっと我々当初の想定としてはそこまで考えていなかったと

ころでございます。 

 

ủ  

 もう当初予算で上がっちゃっているので、あまり深く行くんやったら、そんなおまえ、

否決せえさという話に、修正せえさという話になってしまうと思うんですけど。よその自

治体と言わず官民で取り組んでいる事例を見ると、明らかに遅れている取組になってしま

うので、名称を変えよとは言いませんけれども、これが高度ＩＴ人材ではないんじゃない

かということをめっちゃ言っている人がいたということを頭の片隅に置いておいていただ

きたいということと、こんなふうに年齢を分けること自体が、もう高度人材を育成する気

がないというふうに見えてしまいがちだし、内容を見ると、レベルにより講座の内容のス

ピードについていけない人が出てくると。これ、高度じゃないですよ。申し訳ないけど。 

 これは、立案するときの題目が間違っていたんか、題目に即した内容になっていないの
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か。もう目的が事業内容から見えないので。今言われた就職支援の一環としてというとこ

ろに、しょうがないなと思うことにしようかなと今思っていますけど。ぜひ今後は考え方

を改めていっていただきたいし、やはり先進事例を見るべきだと思いますよ。いっぱいあ

ります。ハッカソンで検索してください。ハッカソンで調べてもらいましたか、結局あの

後。どう思いましたか。 

 

ủ  

 ハッカソンにつきましては、ハッキングのハックとマラソンというところで、レベルの

高い人たちが、ＩＴ技術あるいはデザインとかいろいろな要素の人たちが集まってチーム

を組んで、一つの目標あるいは目的あるいは課題に対して、みんなでチームで競い合って、

最終的には一番すぐれたものを選んでいくというところで、ハッカソンに参加される方た

ちは非常にレベルの高い方たちがそこで参加して、さらにそれを磨いていって、もっとレ

ベルを上げていこうというような取組だと解釈をさせていただいているところです。 

 今回、そのハッカソンに参加する方たちの育成ということではなくて、あくまでエクセ

ル、ワードを超えるところで人材を育成していきたいというような講座になっております。

我々としましては、委員おっしゃるように、いずれはハッカソンみたいな形のところもや

っていくというのは、考え方としては十分あるかなと思います。そうなりますと、やはり

そこへの対象者というのは、学生さんや民間企業の中でもそれを専門にやっている方、あ

るいはデザイナーといった方たちを集めて、グループを組んでやっていくと。四日市なら

ではのというのを考えていく必要があるかなと思っております。 

 

ủ  

 参考までに、私の実際に見せてもらったハッカソンは、コードを書けない人もいました。

要は、こういうことができるといいなということを、アイデア出しをする人、コードを実

際に書く人、整理をする人というふうに３チームぐらいで、それもその場で出会った人た

ちの中から、運営側が、この人と組んだら面白いんじゃないというふうに組ませて、チー

ムを作る。そこからマラソンで詰め込みして、合宿で作らせていくということをしていて、

大変いいものができてきている。 

 すごくいいなと思った、北海道でやっていたハッカソンだったんですけど、それは。腕

時計にアプリを連動できるというのを組むんですが、北海道はとても広いので、トイレが
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次どこにあるか分からないといけないというので、膀胱にセンサーをつけて、膀胱が満タ

ンになってくると、そろそろトイレに行ったほうがいいですよと、そういう。いや、着眼

点が面白いなと。誰が考えたって、コードを書く人が考えていないんですよ、それは。そ

ういうセンサーアプリと位置情報とトイレのどこに入っているという情報が合わさって、

時計の針がブブブと揺れて、回って、そろそろトイレに行く時間です。何分以内にトイレ

に行ってくださいと出るだけのものなんですけど、面白いこと考えるなと。 

 トイレが何ｍ間隔か遠いもんでという話だったんですけど、面白い話やなと思って見と

ったんです。その中にはもうプロばかりではなかったし、もっとすごい商業ベースに乗り

そうなものをばんと書いた人たちはどうやったか。入賞はしなかったんですよ。結局メー

カーさんが、将来的にはこういう面白い発想があったほうがいいんじゃないというアイデ

ア賞みたいのを三つ上位で引っ張っていってやってみえたんで。 

 それはメーカーさん主催で、札幌市が若干お金を出しているという程度のものだったん

ですけれども。いろいろなやり方があると思います。トップで既に技術を持っている人た

ちでそういうことを構成するというんじゃなくって、担い分けがあって、いろいろな企画

する人、実際にプログラムをする人、整理する人というのは別なんやというような考え方

を持ってやっていってもらうと、新しい時代に即した人材が育成できるのかなという可能

性をあの場では見せていただいたんで、ここでちょっと披露させてもらいましたけど、今

ここにある事業は高度じゃないと思いますということを最後に言って終わります。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 よう分からんのやけど、講師とか講師補佐というのは、どういう人にお願いするのか。 

 

ủ  

 ＩＴ会社の方にお願いしたいと考えております。 

 

ủ  

 ＩＴ会社っていろいろあるんやけど、どういう。 
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ủ  

 ＦＩＸＥＲです。四日市にありますＦＩＸＥＲと協定を結んでおりまして、今年度は無

償で講座を開催していただいております。来年度はＦＩＸＥＲにお願いして、そういうふ

うなことを引き続きやっていただこうかなというところでございます。 

 

ủ  

 僕も思うんやけど、これ、期間を限って時間も限っていうよりも、こういう人たちが集

まってきて自分たちで、講師はもちろん欲しいけど、そういう場所の提供とか、機械の提

供とか、そういうのをやったほうがもっと広がりが出てくると思うんやけど、ただ講座期

間中だけ。それは費用もかかるんやけど。そういう人材発掘みたいなのをやったほうが、

もっと四日市にとって有益なんかなと思うんやけど、そういう考え方はないんでしょうか。 

 

ủ  

 今回につきましては、講座形式でということで提案をさせていただいているところでご

ざいます。また、来年度も見ながら、まずは人材育成というところを、今、委員に提言い

ただいたような内容でいくと、より幅広に行けるかとか、あるいはもっと深掘りをすべき

であるという課題が出てきたら、それにどう対応すべきかというところを考えていきたい

と思っております。 

 

ủ  

 だから、講師は一緒の人でなくても、くるくる変わってもいいけれども、そこへ行った

ら専門家の人がおって、自分たちがこれをしたいなと思ったときにできるような広場とい

うか場所の提供。そういうのをやっぱり図書館をつくろうとかいろいろしようと思ってい

るんで、そういうことの準備も必要なんと違うかなと思うんやけど。例えばじばさんでも

改修するというんであれば、そういう部分をもっとやってもろうたほうが。これは意見だ

け。 

 

ủ  

 ちょっと今の小川委員に近いのかも分からないんですけど、これをして、先々何か見え
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るものがあるんでしょうか。これ、多分次も続けて、その次も続けてということなんでし

ょうか。ちょっと先、どういう展開をしていきたいのかなと思ったんですけど。 

 

ủ  

 こちらにつきましては、まずは就労支援という点に関しましては、スキルをつけていた

だいた方が、よりよい就労先に行くというところも一つ目的としております。その効果に

ついても検証していきたいと思っております。また、先ほどの話もありましたけれども、

高度なＩＴ人材という考え方も、幅広な高度ということもあるものですから、そういった

ところも、どういう高度な部分というところも検証をして、次につなげていきたいと考え

ております。 

 

ủ  

 分かりました。ありがとうございます。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 就労支援と言うならば、年齢層が、これ階層が分かれているのが若干ちょっと違和感が

あるところなんですけど。もっともっと若い人たちが活躍できるというか、そういう場所

にするべきと思いますし。どうしても講座というと堅くなるし、小川委員も言われました

ように、もっとフリーで楽しめる学習方法というのもありかなと思うと、次のときにこれ

をつなげていく。今回出されているわけですけど、というのにももっともっといろいろな

アイデアであったり声であったり。 

 どうも年齢層で分ける、50代以上の人たち、一番年上の人はお幾つなのか分かりません

けど、その人が次の就職につなげていくというと、かなり難しい部分もあるのかなとかと

思ったりもするもので、逆にこれはこれとして、別件で若い人向けのそういうフリーな、

本当の高度と言えるものをつくったほうがいいのかなと思いますけど、その辺、年齢層と

いう部分でどうなっているんですか、これ。 

 



 -  73 -  

ủ  

 まず年齢層でございますけれども、必ずしも年齢にこだわっているわけではございませ

ん。前回モデルでさせていただいたときに、まず年齢層別にさせていただいたところ、や

はり若い方が理解度が早い。年齢が高まるにつれて理解度が低いといいますか、若干のス

ピード感に差があるというのが分かってきております。一方で、年齢が高い方がスキルが

ないかというとそういうわけではなくて、年齢の高い方でも非常に高いスキルを持ってい

る方もおみえになりました。ですので、そういった年齢できちっと分けるわけではなく、

スキルの高い人は、よりスピードの展開が早いクラスに入っていただくというのも考えて

おります。 

 また、もう一つ就労支援の中で、一般的な就労支援としましては、ＭＯＳというんです

けれども、ワード、エクセルの研修というのをいろいろしているケースが多いわけでござ

います。そのもう一歩先というところから、まず、ワード、エクセル以外もできますよと

いう方の育成というところからスタートしております。今、委員おっしゃったように、も

っとそのレベルの高いところ、あるいはもっと幅広にというところは、この講座を通じて

ちょっといろいろ考えていきたいと思っております。 

 

ủ  

 来年度やってもらうとしても、それを検証していただいて、もっと内容的に意味のある

と言うと失礼やな、もう少し重みのあるものに変えていただくように。年齢で割り振りす

るというのはいかがなものかなという思いは残りますので、意見でお願いします。 

 

ủ  

 ごめんなさい。ちょっと聞き漏らし。 

 

ủ   

 どうぞ。 

 

ủ  

 ちょっと予算の中で、いつもだと特出ししていただいているところが見つけられなかっ

たので、改めての確認になるのかな。ララスクエアの会社が替わられて、そこに今まで支
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援のための振興のお金を落としていました。あれの今後はどうなってくるんですか。 

 

ủ  

 ララスクエアへの支援につきましては、三井不動産に対して支援させていただいたとこ

ろでございます。今年に入りまして、三井不動産が、ララスクエアの運営を株式会社日本

エスコンというところに運営が替わりまして、今現在は株式会社日本エスコンが運営母体

となっているところでございます。中部電力のグループ会社でございますけれども、日本

エスコンがしているというところでございます。 

 そもそもあの支援につきましては、四日市工業高校跡地を開発した三井不動産、松坂屋

が撤退した後、三井不動産にリニューアルしていただいて、中心市街地の人が減っている

ところをぐっと盛り上げてきていただくというところで支援をさせていただいてきたとこ

ろでございます。今般、三井不動産から日本エスコンに替わるという点と、中心市街地の

人通りというのが従前にまた戻ってきているという観点から、日本エスコンに対してはこ

の支援というのはもう取りやめ、予算としては計上していないというところでございます。  

 一方で、日本エスコンとは、引き続き地域の活性化ということで協定を締結させていた

だきました。今ちょっとコロナ禍でございますので、なかなかイベントとか打てないとこ

ろではありますけれども、引き続き日本エスコンと四日市市と連携して、地域については

活性化をしていきたいということで協定を締結させていただいているところでございます。  

 

ủ  

 了解しました。 

 じゃ、この先は決算ですね。決算のときにやります。 

 

ủ   

 よろしいですか。 

 次へ進みます。障害者雇用の促進についての意見がありましたらご発言ください。この

シートを参照に、まずはお願いします。 

 

ủ  

 これ、前年に比べて、定着支援とパンフレットが拡充したというところ、その二つが拡
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充したというところで、この定着支援事業が、３か月、６か月、１年、２年、３年とそれ

ぞれ区切って、これって月当たりの補助でしたか。年当たりの補助か。 

 

ủ  

 失礼します。小宮と申します。 

 この障害者雇用職場定着支援事業の補助金額なんですが、この表の見方なんですけど、

雇用されてから３か月を経過したら、この金額を障害の区分ですとか企業の規模によって

お支払いするということで、職場定着を図ろうという目的でさせていただいております。 

 以上です。 

 

ủ  

 ３か月だったら３万円、６か月だったら４万円、１年で７万円と。ちょっと企業に対し

て報償金ではないけど、達成金みたいな感じで補助していくということ――最長３年間と

いうことですよね――を図るということ。 

 これも、要は雇用するだけではなくて、いかに継続させていくかというところの誘導と

しては、非常に今までよりも拡張いただいたのかなと思いますので、前進やと思います。 

 ぜひ、これも検証するのにやっぱり３年以上かかりますけど、検証しながら、どのよう

に離職率であったりとか離職する理由というのも、また調査、検証いただいて、次につな

げていただきたいかなと思います。 

 私は、今年度に関しては拡充いただいたのかなと評価したいなと思いますが。 

 

ủ   

 他に。 

 ほかに疑義はありませんか。 

 

ủ  

 お願いします。提言の中で、健康福祉部との意見の交流を行いながら理解を深めてとい

う話をずっとさせていただいています。障害者、手帳を持っている当事者に対しては健康

福祉部だと。就労に関する部分で企業にというのは商工農水部だという話があったんです

けれども、その中でやっぱり相談してもらわなあかん部分というのは出てくると僕は思っ
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ています。 

 例えば、私が実際自分の息子が障害関係で作業所に行って、就労支援のサービスを受け

ている立場からすると、職場まで通う交通費というのは全然市の補助では足りないんです

よ。ほかの事業者さんはどんなふうにしているのかなと思ったら、ほかの市町だと結構タ

クシーチケットを充実させるところが多いという話をされるんですけど、僕は電車やバス

のほうがありがたいのかなと思っている側なんですが、そんな話も健康福祉部と、障害者

が通っていくに当たって、障害者割引ってすごい思っているより手帳って割引が利かない

んですよね。めちゃめちゃ重度じゃないと割引って利いてこないし、随行の人の割引も同

様です。 

 その辺の支援を、国で届かんところを市が補っていくということも考えたらどうなんか

なというのは、常日頃考えているんですが、そんな話題というのは、健康福祉部と話して

いて出ないですかね。 

 

ủ  

 健康福祉部との話の中では、そういった障害者の方が例えば会社に通う際の交通費が非

常に困っていると。これは今回、健康福祉部のほうで、それの支援メニューというのを出

させていただいていたところでございますけれども、こういった話とか、あるいは健康福

祉部以外も、作業所さんからも、企業に通うのが非常に難しい方もみえるという話は伺っ

ております。 

 そういったいろいろな様々なご意見を商工課と障害福祉課とでいろいろ共有しながら、

どうやってやっていくと一番いいのかというのは、引き続き議論をしていきたいと思って

おります。 

 

ủ  

 ずっと言っているように、本当は同じところが見てくれるのがいいんだろうなとは思っ

ているんですけど、四日市市の割り方の関係で分かれているのは仕方がないんですが、そ

ういう働く一つにしても生活があって、就労があって、就労の糧があってという戻しが成

立しないと、結局、生活保護受給者になってしまうので、生活保護を受けなくても暮らせ

るような支援ということをぜひ考えていっていただきたい。生活保護するよりは、多分自

立支援しているほうが税としては効果が高いと思うので、そういうところに着目をしなが
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ら、今後も健康福祉部と協議をしていただきたい。 

 今、そういうことも若干話をしていただけるというのが見えているので、今回のチェッ

クシートの分については、新たに始めていただいたところを含めて、拡充していただいて

いるという判断で私もいいと思っております。 

 

ủ   

 他にご意見は。 

 

ủ  

 パンフレットの作成をいただいて、これ、せっかくの新しい拡充制度を広く知っていた

だかなきゃいけないとは思うんですけれども、パンフレットはどれぐらいで、どういうと

ころに告知するのか。パンフレット以外にもやっぱりいろいろアクセスして告知、知って

いただくというのをどういう形でされるのか。過去、なかなか知らない企業さんもおられ

たりとかするので、そうならないようにということも。工夫いただいている部分をちょっ

と。 

 

ủ  

 まずパンフレットにつきましては、3000部をまずは用意させていただこうかなと思って

おります。内容につきましては、各種支援制度。これは商工に限らず、福祉の部分も含め

て。全部載せるのは多分ちょっと多過ぎたりすると。いろいろ簡略化したり、分かりやす

いパンフレットを作ります。一つは、企業さんに就労支援していただきたいということで、

こんなメニューあるからちょっとチャレンジしてよというようなことで、企業さんへの周

知をしていきたいと思っております。 

 一方で福祉と連携しまして、作業所の方も、就労移行支援事業所もそうですけれども、

企業さんに働きかけていくときに、こんなのありますよというのを知っていただいて、企

業さんと話をしていただくと。そういった形で、まさにそこは商工と福祉と連携して、幅

広に周知をしていきたいと考えております。 

 

ủ  

 今ＳＮＳとか、市長にお願いしてツイッターで反応していただくとかって幅広く告知い
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ただいて、この事業がより定着であったり、効果的に作用するよう、お願いしたいと思い

ます。先ほど樋口委員が言われたように、将来的にはやっぱり納税者になっていただいた

りするところも、ぜひそういう雇用にまで、通常の一般雇用にまでつなげていただければ

いいのかな。全ての人がそうであるとは思いませんけれども、そういう事例とかそういう

選択肢もあるんだなということを示していただけるような事業展開をいただきたいなと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

ủ   

 整理しますと、提言チェックシートの反映状況は、拡大としてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 では、そのようにまとめておきます。 

 よろしいですか、事務局。 

 提言チェックシートへの記載内容を確認できましたので、これより討論に移ります。討

論がありましたら、ご発言願います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。 

 なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮りします。反対表明がありませんでした

ので、簡易採決とさせていただきます。 
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 議案第70号令和３年度四日市市一般会計予算のうち、第１条歳入歳出予算、歳出第５款

労働費、第１項労働諸費、第７款商工費、第１項商工費中関係部分、第２条債務負担行為

（関係部分）については、可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 全体会審査に送るべき事項について、委員の皆様からご提案がありましたら、挙手にて

ご発言を。 

 

（なし） 

 

ủ   

 それでは、全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議案第70号 令和３年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出

予算、歳出第５款労働費、第１項労働諸費、第７款商工費、第１項商工費、第１目

商工総務費、第２目商工業振興費、第２条債務負担行為（関係部分）について、採

決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

    議案第123号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第10号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第７款 商工費 

         第１項 商工費 

          第２目 商工業振興費 

     第２条 繰越明許費の補正（関係部分） 

    議案第129号 令和３年度四日市市一般会計補正予算（第１号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第７款 商工費 
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         第１項 商工費 

          第２目 商工業振興費 

 

ủ   

 次に、議案第123号令和２年度四日市市一般会計補正予算（第10号）、第１条歳入歳出

予算の補正、歳出第７款商工費、第１項商工費、第２目商工業振興費、第２条繰越明許費

の補正関係部分、議案第129号令和３年度四日市市一般会計補正予算（第１号）、第１条

歳入歳出予算の補正、歳出第７款商工費、第１項商工費、第２目商工業振興費のうち、商

工課所管部分を一括議題とします。本件は追加上程分ですので、資料の説明をお願いしま

す。 

 

ủ  

 引き続きよろしくお願いします。資料につきましては、09の２月定例月議会の中の06の

産業生活常任委員会の中の228、補正予算資料（商工農水部）をお願いいたします。06の

中の228補正予算資料（商工農水部）でございます。 

 

ủ   

 よろしいでしょうか。 

 よろしいですか。お願いします。 

 

ủ  

 28ページから成るものでございます。 

 28分の４ページからお願いいたします。減額補正でございます。中小企業新規産業創出

事業費でございますけれども、こちらは中小企業の研究開発支援というものでございます。

６件の申請がございましたけれども、成長分野への新規参入といった申請がございません

でしたので、400万円の減額補正をお願いするものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。こちらは企業誘致活動事業費としまして、生活環境公社

に貸しておりますあがた栄工業団地の地中から埋設物が発見されたため、それの撤去及び

処分費用というものでございます。補正予算額としましては、583万円余を計上させてい

ただいております。 
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 ６ページをお願いいたします。こちらは参考でございますけれども、歳入というところ

でございまして、あがた栄工業団地の生活環境公社に売却するというものでございます。

売却価格につきましては、１億393万円余となってございます。 

 ７ページをお願いいたします。企業立地奨励金交付事業でございます。こちらは減額補

正でございます。実績の申請に合わせまして減額補正を行うものでございます。補正予算

額としましては5900万円となっております。 

 ８ページをお願いします。民間研究所立地奨励金事業でございます。こちらは民間の研

究開発への支援でございますけれども、今年度中に完工する研究施設の該当がなかったと

いうことで、6000万円の減額をさせていただくものでございます。 

 ９ページをお願いします。テナント賃料減免等支援補助金でございます。こちらはテナ

ントのオーナーへの支援でございますけれども、交付実績に合わせて減額をさせていただ

くものでございます。補正予算額としまして、３億7860万円余の減額でございます。 

 10ページをお願いします。中小企業雇用継続支援補助金でございます。こちらは国の雇

用調整助成金への上乗せの事業でございます。国が支援対象を拡充したため、減額補正を

させていただくものでございます。また、この事業につきましては国が延長を行ってござ

いまして、繰越明許費の計上も併せてさせていただいております。補正予算としましては

１億6115万円の減額でございます。また、繰越明許費として1000万円を計上させていただ

いております。 

 11ページをお願いします。三重県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の負担金で

ございます。こちらは、申請実績につきまして本市負担分を合わせて減額補正させていた

だくものでございます。補正予算額は、5774万円余の減額でございます。 

 12ページをお願いいたします。四日市市プレミアム付食事券事業費補助金でございます。

さきめし券プロジェクトに対する支援でございます。当初、参加店舗を350店舗と見込ん

でございましたけれども、実際は517店の参加がありまして、予算現額を上回ったので増

額補正させていただくものでございます。補正予算額は4055万円余でございます。 

 13ページをお願いします。四日市市中小企業等持続化給付金の事業でございます。こち

らも申請実績と見込みに合わせて減額補正をさせていただくものでございます。補正予算

額としましては８億4700万円の減額でございます。 

 商工課分、令和２年度補正は以上でございます。 

 続きまして、ちょっとページを飛んでいただきまして、令和３年度の一般会計の当初補
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正でございます。 

 28分の26ページをお願いいたします。26ページのところでございますけれども、中小企

業関係資金保証料補給金でございます。こちらは、国のセーフティネットの延長に合わせ

て、この制度も延長させていただきたいというものでございます。補正予算額としまして

は450万円でございます。 

 27ページをお願いいたします。セーフティネット資金保証料の補助金でございます。こ

ちらも国のセーフティネットの制度延長に合わせて、引き続き行いたいと考えております。

補正予算額としましては１億4700万円でございます。また、このセーフティネット資金等

に関しましては、今後も国が制度の延長を実施する可能性があります。本市のこの制度に

つきましても、まずは既決予算で対応させていただきまして、国に合わせてさせていただ

きたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

ủ   

 説明はお聞き及びのとおりです。ご意見、ご質疑がございましたらご発言願います。 

 

ủ  

 よろしくお願いします。28分の12、プレミアム付食事券、さきめし券ですね。これ、ち

ょっと確認なんですけれども、事業費のプレミアム分なんですが、これは券が回収されて

いない分については渡さないんでしたっけ。 

 

ủ  

 使っていただいていない分に関しましては、プレミアム分は店には支払わないというこ

とになっています。 

 

ủ  

 それを含めても、これだけ超過したということでよろしいですか。 

 

ủ  

 そのとおりです。 
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ủ  

 これ、ちょっと審査に関わらないんですけれども、今後、回収できた金額と販売金額が

分かるものだけ、また出していただいてもよろしいか。今、分かるんだったら、口頭で言

ってもらってもいいんですけれども。 

 

ủ  

 今ちょっと手元にありませんので、また整理して資料で提供させていただきます。 

 

ủ  

 分かりました。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 回収されていない券、使っていない券はどうなるんですか。 

 

ủ   

 同じことやないですか、今のと。 

 

ủ  

 ご本人さんが使われていない券に関しましては、そのままという形になります。 

 

ủ  

 お店で買って、使っていなかったらパアですか。 

 

ủ  

 お店で使っていただいて、お店から換金を事務局のほうにまだできていないところもあ

ると思います。そこは換金をさせていただくということになります。 



 -  84 -  

 

ủ  

 だから、例えば僕がどこかのお店のを買ったとして、使わずに持っていたら、その分は

パアになるの。 

 

ủ  

 有効期限が切れたという形になりますので、もう使えないということになります。 

 

ủ  

 それで、コロナでまた三重県は駄目になったやんか。そうしたら、そうした部分のとこ

ろは、延長とか何もせんと、出歩くな、使うなといって終わりですか。 

 

ủ  

 期限につきましては、７月から12月末までという設定で期限を置かせていただいていた

ところでございます。 

 

ủ   

 よろしいですか。 

 他に。 

 

ủ  

 それ、使わなかったら、プレミアムの分は分かりますけど、もともとの分とかというの

も、結局どこに行くんですか、そのお金は。 

 

ủ  

 まずお店に行っております。 

 

ủ   

 よろしいですか。 

 他にありませんか。 
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ủ  

 これ、517店舗参加していただきましたけど、廃業とか倒産とかした店はないんですか。 

 

ủ  

 数店舗、休業あるいは廃業した店舗がございます。 

 

ủ   

 他にございませんか。 

 

ủ  

 お願いですけど、一応、市として初めての事業なんで、その辺も総括というか検証だけ

しておいていただけますかね。 

 

ủ  

 その辺りはしっかり考えていきたいと思います。 

 

ủ   

 別段、ご意見、ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。討論がありまし

たらご発言願います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   
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 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。なお、全体会へ送るか否かは、

採決の後にお諮りします。反対表明がありませんでしたので、一括での簡易採決とさせて

いただきます。議案第123号令和２年度四日市市一般会計補正予算（第10号）のうち第１

条歳入歳出予算の補正、歳出第７款商工費、第１項商工費、第２条繰越明許費の補正中関

係部分及び議案第129号令和３年度四日市市一般会計補正予算（第１号）のうち、第１条

歳入歳出予算の補正、歳出第７款商工費、第１項商工費については、可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 異議なしを認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 全体会審査に送るべき事項について、委員の皆様からご提案がありましたら挙手にてご

発言願います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 それでは、全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議議案第123号  令和２年度四日市市一般会計補正予算（第10

号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第７款商工費、第１項商工費、第２目商工

業振興費、第２条繰越明許費の補正（関係部分）及び議案第129号令和３年度四日市

市一般会計補正予算（第１号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第７款商工費、

第１項商工費、第２目商工業振興費について、採決の結果、別段異議なく可決すべ

きものと決する。〕 

 

    議案第111号 土地の処分について 

 

ủ   
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 それでは、議案第111号土地の処分についてです。この件につきましては、議案聴取会

において、追加資料の請求はありませんでしたので、質疑より行います。ご意見、ご質疑

がございましたら発言ください。 

 よろしいですか。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段、ご意見、ご質疑もないようですので、これより討論に移ります。討論がありまし

たらご発言願います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段、討論もないようですので、これより採決を行います。反対表明がありませんでし

たので、簡易採決とさせていただきます。議案第111号土地の処分については、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第111号 土地の処分について、採決の結果、別段異議なく

可決すべきものと決する。〕 

 

ủ   

 理事者の一部入替えがあります。休憩を挟みます。再開は午後３時40分から。 

 

                                １５：２５休憩  
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：４０再開  

 

ủ   

 それでは、時間になりましたので再開いたします。 

 

    議案第70号 令和３年度四日市市一般会計予算 

     第１条 歳入歳出予算 

      歳出第６款 農林水産業費 

         第１項 農業費 

         第２項 畜産業費 

         第３項 農地費（関係部分） 

         第４項 水産業費 

     第２条 債務負担行為（関係部分） 

    議案第73号 令和３年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算 

 

ủ   

 農水振興課、農業委員会所属所管部分、予算常任委員会産業生活分科会としまして、議

案第70号令和３年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第６款農林水産業

費、第１項農業費、第２項畜産業費、第３項農地費（関係部分）、第４項水産業費、第２

条債務負担行為（関係部分）、議案第73号令和３年度四日市市食肉センター食肉市場特別

会計予算を一括議題といたします。 

 本件については議案聴取会において、追加資料の請求がありましたので、資料の説明を

お願いします。 

 

ủ  

 石田でございます。よろしくお願いします。 

 資料は、タブレットの09、２月定例月議会、06産業生活常任委員会の003商工農水部

（追加資料）のところです。これの10分の６ページをご覧ください。北勢地方卸売市場再

整備の在り方検討業務委託についてというタイトルのあるページです。よろしいでしょう
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か。 

 003商工農水部（追加資料）です。 

 

ủ   

 よろしいですか。 

 お願いします。 

 

ủ  

 中川委員から、北勢市場の在り方検討業務の内容、それから今後の会議の進め方、それ

と改修に対する補助の箇所、改修の箇所等が分かる資料ということでご請求いただきまし

た。 

 まず、在り方検討業務についてです。６ページにありますように、業務の概要としまし

ては、来年度は、関係３市と市場会社、それから関係者を含めた意見交換をしながら、今

後の整備についての方針を決めていきたいと思います。そのときに、市場としての経営展

望を描いていただければ材料提供、それから施設整備の他事例の研究とか、ビジネスモデ

ルの実現に向けた具体策の検討、これまでの調査結果の分析といったことを委託業務の中

に含めたいと思います。 

 実際の実施体制なんですけど、その下に検討体制とあります。まず、あり方検討会とい

うのをつくって、関係３市と市場会社、有識者――まだちょっとどういう方かは決めてい

ませんけれども――を入れた上での今年の調査結果、それから市場関係者の意見を取り入

れながらの方針を決めていきたいと思います。 

 この図の下に作業部会とあります。ここには、関係３市、市場会社とあと市場関係者。

これは実際に卸売市場で業務を行ってみえる卸・仲卸関係の業者。実際に今している方々、

現場の方の意見を聞くことにして、そこからの意見を上のあり方検討会に吸い上げて検討

していきたいと思います。この上下の縦の列の部分についての会議の運営や研究分析とい

ったところを業務委託したいと思います。 

 右に経営検討会とあります。これは市場会社で行っていただきたいと考えております。

市場会社の中で、卸・仲卸関連業者の中で、それぞれが自分たちの今後の経営の取組とい

うことをぜひご検討いただくと。そのときには、我々の調査の中で出てきた調査結果とい

ったものについては提供していくと。この右左の会議を調整しながら、来年度３市として
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の今後の整備に向けた考え方をまとめていきたいと考えています。 

 このときに、今年度行っている調査結果というのが、重要な項目になってきます。次の

10分の７ページ、こちらはまだ調査の一部ヒアリングが終わっていませんので、最終報告

は頂いていないんですけど、これまでの結果を簡単にまとめました。流通研究所というと

ころに業務委託しておりまして、大きく四つの項目を調査しました。 

 一番上の基礎調査・分析及び問題点の抽出（外部環境）。これは、これまでも所管事務

調査でいろいろお示ししました消費構造の変化とか市場の取扱い量の変化、県内３市場の

状況とか卸売市場法の改正。これはそういったことをまとめた部分ですので省略します。 

 ２番目の市場機能の現状と関係事業者の経営状況把握（内部環境）です。これは、実際

の卸売市場の内部が、今どういう状況にあるかというところを調べたものです。施設の利

用状況とあるのは、これは調査会社に１日市場に張りついていただきまして、各場所がど

れぐらい利用されているかというのを調べました。卸売場や駐車場といったところです。

場所によって多少の増減はあるんですけど、大体50％程度活用されているというところが

多いと。 

 関係事業者の経営状況、これはヒアリングをやっています。青果の44％、水産の55％が、

ここのところ売上が減っているという状況です。それから市場で取り扱った品物がどこに

販売されていくかということ。この販売先なんですけれども、北勢地域内が約80％。これ

は関係３市のエリアでほぼ８割出ていっているということです。それから県内他市場との

関係ですけれども、ヒアリングの内容を分析したところ、大体１割が三雲とか伊勢の市場

に行っているという状況でした。 

 それから経営展望（ビジネスモデル）の策定ということで、まず数量予測をしてもらい

ました。今までの取扱い数量の推移から10年後を予測したところ、取扱い数量は、青果で

74％、水産で35％になるだろうと。それからその取扱い数量とか現在の施設の状況を鑑み

て、今後の適正規模というのを推計しています。これも恐らく現在の施設の50％程度の広

さのものがあればいいのではないだろうかという結果が出ています。 

 あと、川上・川下。これは生産者であったり、川下の売り物ですね。小売店というとこ

ろのヒアリングをやっています。川上へのヒアリングからは、物流センターや加工場、集

荷拠点としての整備を期待すると。川下側へのヒアリングでは、県内産商品、地元産の商

品といったものをもっと提案してほしいとか、コールドチェーンを確保してほしいという

声が多かったということです。 
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 施設の再整備の手法の検討。これはＰＰＰとかＰＦＩといった方法が他事例ではありま

すということの事例を紹介されています。 

 ４番目のまとめは、今、来年度のあり方検討会にこうやってつなげていくというふうな

ことになっています。 

 この調査結果については、最終ヒアリングが終わって取りまとめて、報告書が上がって

きましたら、また委員の皆様にもお配りさせていただきたいと思っています。 

 ８ページ目、これは施設改修です。市場会社から改修の要望が出ていまして、そこに考

えている改修箇所というリストを作っていただいています。ここにある表のものなんです

けど、その中でも特に優先的に取り組みたいところを選んでいただいて、一番上の青果等

の卸売場の屋上、事業者の事務所の屋上。ここをまず最優先にしたいと言ってみえます。

ここの部分、両方合わせて5000万円程度あるんですけれども、この部分の1000万円ほどを

関係３市で補助していきたいと考えています。その後も、丸、三角と順次考えているとい

うことがありますので、状況をその都度聞きながら、優先順位を確認した上での補助を、

一定額の補助をしばらくは対応していきたいなと考えています。 

 資料の説明は以上です。 

 

ủ   

 説明はお聞き及びのとおりです。ご意見、ご質疑がございましたらご発言願います。 

 

ủ  

 市場会社というのは、どうしても要るものなんですか。 

 

ủ  

 実際、現在運営してもらっていますし、全体の量の把握であったり、やっぱり今後の展

望、民営化した上でお願いしているところですので、話をする上では必要なところだと考

えています。 

 

ủ  

 そういうのを聞いておるのじゃなくて、ルール的に、市場会社がなければ卸売市場は成

り立たんのかと。 
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ủ  

 市場取引ができるところがあれば、必ずしもここじゃなければいけないという資格とか

そんなのはないです。卸売市場法が改正されましたので、一定のルールを設けて取引がで

きるところであれば、卸売市場自体はすることができます。 

 

ủ  

 そうすると、卸売会社と仲卸会社それから仲買さんがあれば、もうできるわけですか。 

 

ủ  

 そうですね。ルールを公表して、こういう形で品物の取引をするということであればで

きますし、全国には民営会社が独自に市場を開設しているところもたくさんあります。 

 

ủ  

 何か市場会社って要らんような気がして。役に立ってるのかなと思うところがあるんや

けど。役所のＯＢとか、あんまり詳しくない人が行ってやっているんやということで、そ

の辺どう考えているかね。かえってずうたいが大きくなり過ぎてしまうんと違うかな。 

 

ủ  

 現在の卸会社と仲卸会社等の全体、かつて組合のところからずっとしていただいている

ところの状況把握をしていますし、行政とのやり取りというのも非常にスムーズにやって

いると思いますので、今はこの市場会社を核に、今後の経営展望というところをそこに描

いていただけるように話をしていきたいと考えています。 

 

ủ  

 だから、そこが根本的に間違えておるのと違うかなと思って。なるべくスリムにしてい

くほうがいいと思うんやけど。建物でも、ばかでかい建物を億とかけて修理するよりも、

一遍壊してしまって、新しいのをばんと建てて、土地も広過ぎるで半分ぐらいは売るつも

りで、そういう大きな市場改革をやって、それからもう要らんものは要らんでスリムにし

て。多分卸売会社だけでも物品の調達は、物の調達はできると思うし、それぐらいできな
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かったら、卸売会社なんかできやへんやろうと思うんやけどな。 

 昔の考え方を一遍考え直して、変え直さな。昔こうやったからこうやというのは、やめ

たほうがええで。根本的に、どう市場として消費者に向けてやるかということを考えたほ

うがええと思うんやけど、こういう機会にな。建物を変えたりなんかするの。 

 

ủ   

 意見でよろしいですか。 

 他に。 

 

ủ  

 経営展望のところの青果74％、水産35％で、今が、何か上の２番は青果44％、水産55％

で、これ、将来は10年後ぐらいは逆転して、青果が増えて水産が減るという。どういう形

でそういうのが、何か推測の根拠があるんでしょうか。 

 

ủ  

 ２項目めにある青果中44％、水産55％は、青果の４割の業者が、水産の５割の業者が、

売上が減ったと言っているということです。下の取扱い予測は数量です。取扱い数量が、

10年後、青果は今の74％なので36％減、水産は65％減になるだろうという予測です。 

 

ủ  

 ありがとうございます。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 資料ありがとうございます。 

 あり方検討会の今後の進め方の、ざっとしたイメージと今までの検討結果の概要で、大

分というかある程度見えている部分も増えてきたのかなと。これを基にしてさらに戦略的

にというか、今後の在り方の策定をしていただけるのかなというふうには思うんですが、
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それはもうやっていただきたいし、先ほどもあったように、都度、議会にも報告を頂くと

いうことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 もう一つ、取りあえずの当面の補修工事のところです。どれを優先されるのかというの

は、資料を頂いたのでよく分かったんですけど、このうちの1000万円を３市で分担します

よということで調整いただいて、これはもう合意を頂いているということで理解すればい

いわけですか。 

 

ủ  

 他の２市にもご相談させていただいて、了解していただいています。 

 

ủ  

 市場のほうは。 

 

ủ  

 市場のほうにも1000万円規模の補助でやっていきたいということで了承していただいて

います。 

 

ủ  

 分かりました。 

 

ủ   

 一般の質問もオーケーです。よろしいでしょうか。 

 

ủ  

 これから長い期間の中で、目線は、日本の食料自給率の問題のところへ行かないかんと

思うんですが、まず、我々のエリアの中の公設市場の在り方です。基本的には、これから

経営が成り立つのかどうかというところへ視点が行かないと駄目だと思うのね。だから

徐々に徐々にやっぱり扱い高が減っていくことは、このままでやったらもう間違いないだ

ろうと思うんです。 

 すると、生産者と卸売市場と卸売市場の販売先という生販一体の構造をしっかりと打ち
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立てていかないと、まずこの卸売市場は日本の中で消えていくだろうと。何が残るんかと

いったら、巨大な大手スーパー、商社が残っていくと。誰が一番困るかというと、生産者

の農家の人が一番困ると。でも、困った声をあまり上げないのはなぜなのか。兼業農家で

あったり、年間の収支バランスのことを考える農家の方が少ない。それでも生活が成り立

っていっているという日本の農家の現状をしっかり見据えて、その中に行政がどう入り込

んでいくかということなんです。 

 新しい農業、アグリビジネスとかいろいろな方法が出てきてはいますけど、何せ零細農

家の中でこれから本当に成り立っていくのかということになると、極めて困難な農業生産

者の環境にあることはもう間違いない。農家も全部、恐らく将来なくなるだろうと。なく

なるけれど何が残るかといったら、大手企業が畑や田んぼを全部買い取って、その人たち

が生産するという形が最後には残るのかなと思うんですが、それでいいかどうかですよね。  

 そうすると、国産の農産物は今よりも何倍もコストが上がるだろうと。上がるとどうな

るかといったら、今スーパーへ行ったら、かなりの比率でアジアから輸入されている農産

物が多い環境になっているんです。これは農家が買い入れているんじゃないですよね。大

手企業が買い入れてスーパーに卸して、スーパーが売っているわけです。 

 だからこの辺のところ、要は国から食料自給率を根本的に考えないと、ますます日本は

取り残されてしまう。食料が入らなくなったらどうなるんやろうというところの心配は、

恐らく国はしているはずです。中国に依存した比率が高いわけですから、いろいろな摩擦

の関係で止まったら一挙に困るということになるので、今この話は大きくなりますので、

まずはこの公設市場が、元気よくこれからいけるための基本的なものを打ち立ててあげな

いとあかんと思うんです。 

 だから、即名案が出てくるわけではありませんけど、いずれにしても生産者と流通業者

と消費者とのこのラインを、やっぱり四日市は県にもお願いし、県は三重県全体の食料事

情を考えて、三重県の地域性、北勢、中勢、南勢の中で特産物をさらに拡大していって、

国の補助をもらって成り立っていくようなこと。これが一番基本政策ではないかと思うん

です。 

 それによって、この北勢の卸売市場が、今後健全経営を保っていけるんだろうと思うん

ですが、そこのところ、今の小川さんの話じゃないけど、じゃ、役所の人たちがいろいろ

考えて支援策を出してもらっても、役所の人たちに本当に農業のプロの人がいるのか。そ

れから、問屋というけど、その機能を果たすような人たちがいてくれるのかとなると、こ
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れはコンサルに頼んで、方向性をまとめないといかんということになるわけです。 

 だから、どうか真剣に生販一体の政策を打ち出してほしいなとお願いをしたいと思いま

す。以上。 

 

ủ   

 意見でよろしいですか。 

 

ủ  

 はい。 

 

ủ   

 茶業振興センターなんですけれども、これ、実際、人ってどれぐらい出入りされている

んですかね。振興センターの効果というのは。 

 

ủ  

 それは見学であったり研修であったり、来る人ということですね。 

 

ủ   

 そういうことです。 

 

ủ  

 各小学校からの見学というのは、コロナであっても、ちょっと数はまだ把握していませ

んけど、何校か来ていただいています。あと、これは特に時期が限られるんですけど、春

先の時期は、農家の方が茶工場をつくって、出品茶の調製ということで主にされています

けど、それ以外は、今回コロナもあって、あまり人の出入りはちょっと少なかったと聞い

ています。 

 

ủ   

 できて何年ぐらいになりましたっけ。もう四、五年ぐらいになりましたか。 
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ủ  

 施設が新しくなって３年目ですかね。 

 

ủ   

 今これ、管理は指定管理で茶農協がやっているんでしたよね。 

 

ủ  

 三重茶農協が指定管理で運営しています。 

 

ủ   

 ちらっと聞いた話なんだけれども、茶農協サイドもこれを持て余していて、市の直営で

やってくれんかみたいな声もちらほら出ているらしいんだけれども。言うたら、現場の人

らも存在意義自体がよう分からんみたいな状況になっているらしいんですけれども、実際

のところどうなんですか。 

 

ủ  

 最近、私が申し上げた見学や研修という部分は一定の利用がありますので、それはそれ

で続けているんですけれども、従来やっていた独自事業ですね。茶振興に結びつくような

イベントやいろいろな工夫というところが、ちょっとなかなか今難しいという状況になっ

ています。我々もそれは把握していまして、来年度から、我々も茶振興をもうちょっとて

こ入れをしたいと思っています。 

 茶業振興センターを使った上で、そこでの栽培管理やスマート農業での研修会というの

を、ちょっと今回重点的にやっていこうとは考えています。そのときに、茶農協さんにも

一緒に入っていただいて、やっていっていただきたいと考えています。 

 

ủ   

 よく分からんけど、そこでお茶を栽培するのが何でお茶の振興につながるんですか。 

 

ủ  

 栽培というより、栽培に向けた研修会です。スマート農業でデータ取りとかを茶業振興
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センターでやっていきますので、それを利用した一定の品質向上に向けた取組や研修会み

たいなことをやっていきたいと思っています。 

 

ủ   

 そういうのって、茶農協本体でもやっているんじゃないですか。研修とかも含めて。あ

えてステージを二つつくってしまった感があって、茶農協があって振興センターがあって。

なぜ二つのところで同じようなことをするのかなと思うんだけど。 

 

ủ  

 茶農協さんは、例えば取引に必要なＧＡＰであったりといったことを生産者のまとまり

の中でやっているところはあるかもしれません。ただ、例えば従来でない技術あるいは栽

培への手法といった、技術的な面での研修とか指導というのはなかなかできていなかった

と思います。これは、我々市だけでもなかなか難しいですので、そこのところは県とかＪ

Ａみえきたさんといったところの協力も仰ぎながら、やっていきたいなと思っています。 

 

ủ   

 市の直営ではできないものなんですか。もういっぱいいっぱいみたいなところがあって、

任されておる茶農協の皆さんも、もう市でやってもらえんかみたいな声が結構出ておるみ

たいなんですけど、どうなんですか。 

 

ủ  

 なかなか難しい、どうしたらいいんだろうという話は、我々もちょっと聞いています。

ただ、茶農家さん自らがやっぱり販路開拓と、販売していくということは大事なことだと

思っていますので、そこは茶農協さんに任せっ放しということではなくて、我々からもう

ちょっと一緒に入った形で運営していってほしいなと考えています。 

 

ủ   

 販路開拓までやっておるんですか、ここの振興センターって。 

 

ủ  
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 販路開拓ということそのものをやっているわけではありませんけれども、消費者との連

携とかというのはやっています。大きな取引があるというわけじゃないですけれども、市

民の中でのお茶を飲んでいただく機会をつくって、地元のお茶を飲んでいただくというよ

うなことは、茶農協の中のいろいろなイベントとか催物の中でやっていっていただくとい

うふうには前から考えています。 

 

ủ   

 これは意見で最後終わっとくけど、言うたらお茶の博物館的な感じで、お茶のことをよ

く知ってもらってＰＲする場なんだと思うんですよね、本来。だから、そう考えると、ど

っちかというと、つくる場所はあそこでなかったほうがよかったのかなという気は、せん

でもないですね、今さらながら。 

 これはもうただの意見です。以上です。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 関連。 

 せっかくいい施設をつくってもらっても、生産者が持ちこたえられないと。機能を十分

果たせないというご発言があったんですが、それが事実とすれば、ならどうするか。 

 やっぱり全国の生産量で３位かな、数字はね、三重県は。そんなことからして、やはり

さっきの卸売市場の経営問題ではないけど、四日市産のお茶をしっかりと立て直す策が大

事なんで、今お茶を主体にして生産している農家が何世帯おありなのか分かりませんが、

やっぱりこれも生産計画だけでなくて、一番大事なのが販売戦略で、売れなければ農家の

方は喜びに変えられないわけですよ。 

 するとどうするかということになると、三重県の茶農協の皆さんもしっかり歴史がある

んだから頑張ってみえると思うんですけど。実は、このお茶の世界でもうかっているのは

問屋さんなんやわね。問屋さんは本当にもうかっておる。もうかってないとは言えないか

もしれないけど、ご苦労いただいているのは生産者。 

 だから、生産者が強くなるためにどうするかなんですけど。だから、ここにメスを入れ
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て、行政がお手伝い、サポートするということがまず大事なのかなと思います。なかなか

難しい課題であろうと。やっぱり生産量がどんどん減ってきて、茶畑が全部抜き取られて

普通の畑に変わっていくというのは寂しい話ですし。 

 農協が今ここにどう関わりを持っておられるのか分かりませんが、一つしっかりと。そ

うやん。市長も水沢ですやないか。自分の膝元のところでみんなが喜んでくれるようなこ

とをしっかり市長も考えないかんし。商工部もですよね。本当にサポートできるような、

生産者に目線を向けて。補助金を出すということだけやなくて、販売面の方向性について、

販売指導はできないですけど、そういう全国でいろいろなプロをお世話して、新しい販売

方法を見つけることも大事だと思うんですよ。 

 商品開発もすごく大事ですね。今までのような商品開発だけではいけませんので。幸い

に四日市は萬古産業あるからね。だから萬古の急須とセットにして。あるいはお菓子のメ

ーカーさんといろいろとアイデアを工夫してね。お茶を原料にしたお菓子もいろいろ出て

きていますけど、とにかく生産者が本当のお茶の生産らしき形態になれるような形を迎え

るような戦略を一つサポートしてあげてほしいと思います。 

 今の茶農協が半分出るというのは非常に寂しい話で、あそこが本当にキーステーション

になって、輝きを取り戻すようなことの仲買をしてあげてほしいと思います。これは市長

にもしっかり強く言っておいてほしいと思いますが。 

 以上です。 

 

ủ   

 意見でよろしいですか。答えを求めますか。 

 

ủ  

 要りません。 

 

ủ  

 豊かな海つくり推進事業。67分の45。これ、ええんやな。 

 

ủ   

 はい。 
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ủ  

 ここで120万円で稚魚放流をやるんやけど、これ、俺が議員になってから大体120万円。

ずっと120万円で、いつも文句を言うておるんやけど、１桁違うのと違うかなと思って。

最近、確かにガザミは結構取れるようになってきているんやけど、コウナゴは全然駄目に

なって、水質が変わってきたのかシャコとかがまた全然取れないようになってきていると

か。 

 そうすると、タイばっかり言うけど、クロダイが富洲原運河の中まで群れを成して、よ

うつかまえやんけどおるんやろうな。すごいなと思って。こんなの今までなかったのにな

と思って、ここ二、三年見ているんやけど。 

 魚が変わってきたのかな。全体的に水が変わって。そういう中で、伊勢湾の水質がきれ

いになってきたんなら、ハマチまで釣れ出しておるとかというところがあると、よっぽど

環境がよくなったんかなと思っておるんやけど、そこでやっぱり伊勢湾をもう養殖場みた

いにするつもりで、もっと種苗の放流に力を入れるべきやけど、30年言っておるけど全然

変わってないんよな。 

 今回これ、ヨシエビがもうやめるとなると、120万円の予算を組んでおるんやけど、前

年度並みでいくと、もう22万か３万や。あとどうするのやという部分があって、ただでさ

え少ない予算で、また何も考えてないのかという部分があると、要はやめとけというなら

ええよ。堤防も直さんで、港も改修せんでもいいけれども、そうじゃないやろ。一番のニ

ーズでも地場産品を増やしてほしいと言ってるんやから、そういう育てる漁業にきちっと

変えていかんと、自然のものはもうどんどん少なくなってきてという部分があるとな。こ

こで一踏ん張りせんと、本当に四日市の漁業、今でもないに等しいかも分からんけど、最

近またカニとか少しおいしいもん食べさせてもろうておるけれども、そこはやっぱり。 

 農業にはもっと補助してるやろ。そしたら漁業にもその何分の一かはしてくれたらええ

やないか。それで漁業従事者が増えればいいことなんやで。そうでなかったら、誰も従事

しやへん。やっぱり生産量が取れるっていうことが一番大事なんやでな。一遍質疑でもし

たけど、ようけ金あるんやで、やってくれたらええ。こんなもん、財政調整基金140億円

もあるのに、こんなところに目を向けてくれやんとか、何にもならん。 

 部長、あんた、いかがや。もうちょっと考えろさ。 
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ủ  

 一度これ、決算議会にも、小川委員からは、例えばクロダイの種苗を放流したらどうや

とか、いろいろご意見を頂いたところでございます。我々といたしましても、そのときに

答弁させていただきましたが、漁業協同組合と調整して、どの種苗がええんのかというよ

うな話を要望いただく、調整させていただく中で、今回計上させていただいておるという

経緯でございます。 

 確かに委員おっしゃられた、もうちょっと育てる漁業、漁業にももうちょっと力を入れ

るべきやないかというようなことについては、今後漁協とも十分調整させていただいて、

検討させていただければと思っています。 

 以上でございます。 

 

ủ  

 発想を転換せんと、古いままの漁業で、今まで取れとったものがコウナゴとかいろいろ

取れなくなって、何の打つ手もない状態やないか、あんたら。そういうところに新しい発

想を入れてくれやんと、本当にこれ23万の放流で予算がこんなので、そんなもん、漁業者

は何をしてくれ、これをしてくれって、言いたいことがあってもせなんやな、120万円で。

そこをきちっと１桁増やすぐらいして、もっと何かやるという、行政がその姿勢を見せや

ん限り、このまま漁業は衰退のまんまやろ。 

 もっと市場に顔出したらどうやろな。北勢市場ばっかり行っとらんと、磯津市場もある

し、富洲原の市場もあるやないか。何が取れて、何が好まれておるかというのも分かるは

ずやで。日曜が嫌なら木曜日にやってるんやから。磯津は毎日やっておるんと違うかな。

今ちょっと分からんけど。だから、そういう夕市でどんなものが取れておるかということ

ももっときちっと見やんと。漁業組合に聞きましたって、そんなもんだけでは何ができる。  

 

ủ  

 種苗放流に関しましては、三重県が栽培漁業基本計画というのがあって、そこで種苗の

作成、放流というのをやっているんですね。今、委員おっしゃったように、この海の状況

が変わってきて、魚種とかが変わってきているかどうかというところを、我々ちょっとき

ちんと把握していないものですから、そこら辺の状況も確認した上で、今後どういう魚種

を放流していくかというのは、漁協さんと相談させていただきたいと思っています。 
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ủ  

 そんな気があるんやったら、俺が１日連れて回ったるわ。きちっとやらなあかんのや。 

 

ủ  

 農業も漁業も一緒で、やっぱり生産者の今の考え方をしっかり集約してね。今、私が小

川さんが質問しておる間に思ったことは、伊勢湾全体。四日市がいくらエビを放流すると

いっても、それは四日市だけの話。伊勢湾全体に回遊しているので、魚全部がね。すると、

志摩市から桑名市にまでずっと海に面している。この市町のこの海産物の振興に対する共

有テーマは、話合いはあるのやろかと、今ふと気がついた。併せて、愛知県側はどうなの。

これ、みんな共有ですよ、伊勢湾を。 

 そうしたら、四日市が仮に100万円放流して、桑名市はゼロやって。鈴鹿市はあるのか

ないのか知りませんが。これはちょっと不公平で。伊勢湾全体に魚がたくさん取れる政策

を打ち出すなら、これは三重県と愛知県の湾岸の市町が共有して、お互いに話し合って、

その町に親しい財源からお金を出して、そして資源の保護に持っていかんといけないんだ

けど、そういう場所はあるんですかね。 

 

ủ  

 県内に関しては、各漁協の連絡会みたいなものがあって、そこには我々行政も行く場が

あるんですけれども、愛知県と、向かいの県と我々も入った会合というのは、ちょっと

我々は出たことはないですし、そういうのがあるかどうか把握していないです。 

 

ủ  

 本当は中身を知りたいよね。これは時間の関係でよろしいけど。そうすると、漁業者の

皆さん、組合の皆さんと四日市市は話し合っている。あるいは三重県は会っている。それ

はどういうふうな話合いをされて、どんな報告の戦略を、政策を打ち出しているのかね。

それに対して県はどんな動きをしてくれているのか。あるいは国はどういうふうな援助を

してくれているのかというところを、何かちょっと知りたいな。資料があったらください。 

 だから、これも農業と一緒に、漁業もだんだん、先ほどと一緒で、魚まで韓国やら中国

やら台湾やらベトナムやらから輸入してくるような時代なので、だからやっぱりこの伊勢
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湾岸全部、問題点を一つにしてすべきやと思うよな。 

 そう思いませんか。 

 

ủ  

 三重県の栽培漁業の計画というのがありますので、これをまた資料としてご提供させて

いただきだいと思います。これは県内で、どういう魚種を、どういったところで放流して

いくかというふうなことが書かれています。 

 

ủ  

 ということだそうですが、これは三重県知事と愛知県知事とで話をしてもらって、お互

いに力を合わせて、この海の環境を守りながら、つくる栽培漁業の方向性をやろうではな

いかという提案をしてもらいたいな。部長、どうや。 

 

ủ  

 確かに伊勢湾全体で漁業に力を入れていくと、種苗放流も含めて。そういった観点は、

もう我々としても重要な観点と思っていますもんで、まずは三重県に対して、そういった

ことで我々もやっていくけれども、どうやというようなところをお伺いするとともに、委

員言われた、どこまであれかも分かりませんけれども、愛知県に対しても、そういう要請

を働きかけてくれというような要望はやっていきたいと思います。 

 

ủ  

 違うよ。コウナゴなんか取れたときは、ちゃんとコウナゴを取るのに愛知県と三重県と

話合いをして、いつから漁に行こうかというのまで決めて、ちゃんとないことはないんや。

あるんや。取れたらあるに分かっておるんやけど。桑名はどうしておると言うたけど、桑

名は桑名できちっとハマグリを放流して、ハマグリが物すごく取れるようになっておるや

ん。うちの孫が生まれたとき、15年ぐらい前やったら、ひな祭りにハマグリを買おうと思

っても、なかなか地場産はなかったけど、今なんかスーパーへ行ったら、地場産の桑名産

のハマグリがいっぱい出ておる。それは根気よく放流をしてきたからや。そういうこと、

分からんわな。やで、あかんのや。 
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ủ   

 意見でよろしいですか。 

 他に。 

 

ủ  

 当初予算のところの農業経営収入保険加入促進対策事業費補助金というやつです。これ

はコロナ対策で補正予算で出された事業で、今年度も新年度予算に計上するというところ

で、青色申告されている方が対象になってくるというところで、危惧するのが、やっぱり

小規模農家の支援策にはなっていないというところと、集約化を目指すのかなと。また、

人によって、ＪＡの支援にしかなっていないじゃないかと言われる方もおられます。僕は、

もう一つ130ページに載っている地域ぐるみ型農業推進事業費補助金という、これも集約

化に向けた取組の一つなので、そっちの方向で。僕は集約化が駄目と言っているわけでは

ないんですが、少し小規模農家の支援というところがどうしても欠如しているのかなと思

えてならないというところをどうお考えかというところです。 

 

ủ  

 収入保険のほうは、確かに小さな家族で経営されている方に青色申告というのは、ちょ

っとハードルが高いかもしれませんけれども、一応、申告の仕方、考え方というのは、市

のほうでも勉強会を開催させていただいて、ご指導させていただいています。ぜひその辺

りを利用していただいて、備えていただければと思います。 

 それから地域ぐるみ型というのは、委員おっしゃったように規模拡大、集約というのは

確かに進めているんですけれども、それは担い手農家で全部が対応できるものではありま

せん。そこで集約できないようなところは、中小農家が協力して営農していただく必要が

あります。この地域ぐるみ型というのは、中小が集まって共同でやるところの支援という

ことで、中小向けの支援ということで、今回作成させていただいたものになります。 

 

ủ  

 一気に大規模じゃなくて、中小が集まってやっていくというイメージですよね。ちょっ

とお伺いしたいのが、この間、法律で労働者協同組合法というのが成立したのかな。 

 これは、労働者が出資することができて、なおかつ経営にも参画できるという、こうい
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ったものが、今後の集落営農や助け合いの組織、直売所の出荷組織や加工の組織というと

ころの、こういった今進められている地域ぐるみ型農業推進事業というのと関連してくる

のかなとかって考えたりとか。これ、まだこれからなので何とも言えないんですけれども、

こういった労働者協同組合法に基づいた集約の仕方ってやったりというのもあったりとか。  

 こういった地域ぐるみ型の農業と、それからＪＡさんとの関係とかというところの新た

な展開もあり得るということを想定して、こういった補助金制度を設けられたのかなと思

ったんですが、それは違うんですか。 

 

ủ  

 確かにそういう組織ができて、農業経営というものが本当にできるんなら、それはそれ

が一番いいと思っているんですけど、なかなかそれはハードルが高いと思っています。な

ので、今後の地域ぐるみ型の補助金というのは、共同作業、共同活動をするときに必要な

もの。例えばコンバインは高価なので、みんなで共同で持って順番で使おうかとか、あぜ

草刈りが大変なので、みんなで地域で１個買って、みんなで使おうといった共同作業に必

要な施設整備とかに使うものの補助金です。 

 ただ、それがうまい具合に組織ができて、おっしゃったように経営というものがもし成

り立っていくんなら、それがいいんですけれども、そこまでを求めているものではありま

せん。 

 

ủ  

 となれば、僕がさっき言った、この間成立した労働者協同組合法なんかも、一人一人が

農業従事者とか農業者の集合体というふうに考えれば、こういうのも活用していける一つ

かなとは思うので、ぜひちょっとまた検討課題にしていただきたいなとは思うんですけど。 

 

ủ  

 そういうふうなまとまりがあるところであれば、活用することができますので、そうい

ったまとまりづくりをするということも含めて、補助は組み立ててはいます。 

 

ủ   

 よろしいですか。 
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ủ  

 はい。 

 

ủ   

 他に。 

 

ủ  

 部長、記憶あると思いますけど、四日市商業高校の生徒さんが水沢茶をこんな感じのデ

ザインで、「おいしくってほれ茶った」っていうお茶を販売しまして、近鉄百貨店とかで。

だから、あれはもう毎年してもらえるように四日市商業高校へちょっとお願いして。あの

ときは四日市商業高校の生徒さんだけで売ったんや。だからそうではなくて、生産者の若

手の経営者の人たちもそこに参画すると。それによってメディアに広告宣伝になるわけや。  

 これが一つと、それから四日市農芸高校の人たちが農芸祭やるじゃないですか。あそこ

でもそれをそのまま売ってもろうたらええやない。だからペットボトルのお茶も売るなら、

お茶の葉っぱも売ってもらう。それにも茶組合の人たちが参画する。併せて萬古陶磁器卸

商業協同組合の青年部が、そこで急須も一緒に売ったらええ。 

 もう一つは、今年はやるかやらないかあれですけど、四日市の北勢中央公園まつりがあ

るじゃないですか。あそこでもそれと同じことをやられたら、高校生の皆さんも社会体験

としてできるわけですよ。それをぜひ企画してあげてください。そうしたら、委員長が動

いて、俺も一緒に参画するわと言ってござった。この期の間に一つ委員長と相談して、

我々も協力しますから。しっかりと四日市の地場産の拡販に力を入れていただきたいなと、

提案をします。 

 

ủ   

 他にご意見はありますか。 

 

ủ  

 今言われたように、やっぱり販売する場所を確保してあげるという。今、それはないこ

とはないのは分かるんですけど、それを例えばこれから農業をやっていこうとか、小規模
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でどこからやっていくかというときに、やっぱり販売する先があるかないかというのは結

構大きいのかな思って。 

 僕も先般、南山城村って、本当にもう山の中の道の駅に、京都から三重県に戻ってくる

ときに立ち寄ったんですけど、そこはもちろん京都のお茶の産地もあるのでとか、農作物

とかをたくさん直売されていて、本当に山の中の道の駅ですけど、このコロナ禍にこれだ

け人が入っていいんかなというぐらい人が入られていたとかいって。 

 僕も、ちょっと京都のお茶で申し訳ないなと思ったんですけど、これ、会派ではなかな

か言えないんですが、京都のほうじ茶を買ってしまいましたし、裏切り者って怒られるん

ですが。ちょっとそうやって買ってみたりとか。それから農産物もちょっと買ってみたり

とかしたんですけど。 

 どこどこ、誰々産って書いたのと、イチゴもいろいろな人が競争しているように、展示

物も競争して売っているんやなというのが分かるような売り方をされている。パッケージ

の工夫などいろいろされている部分が、僕が素人で見ていても少し分かる部分があるので、

ここはここで競争されて、生産者でいろいろフィードバックして努力されているんやなと

いうのがかいま見えたところがあるので、そういう場をつくってあげる。 

 さっきの茶業振興センターにおいても、そういう場づくりというのも一つの考え方であ

ったり。これから農業のビジネス化と言われるんであれば売り先を、そんな大それた売り

先じゃなくても、ある程度売り先の設定をしていただくということが、さらに一つの活性

化につながるという部分もあるんじゃないかなと思うので、生産者を元気にするとなれば、

売れなければ生産者は元気にならないので、そういう施策もちょっと今後やっぱり必要じ

ゃないかなと。そんな大量に販売できる場が欲しいというわけじゃないと思いますんで、

ぜひその辺も検討課題かなというふうに。 

 意見だけで。以上。 

 

ủ   

 他によろしいでしょうか。 

 それでは、提言チェックシートに記載する当初予算案の反映状況の確認に移りたいと思

います。海岸保全施設の耐震化対策について少し今の現状を説明していただけませんでし

ょうか。 
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ủ  

 海岸堤防等の耐震化ですけれども、現在楠の漁港のところで老朽化対策で工事をしてい

ます。これについては、工事と一緒に耐震化を今取っております。これ、来年度完成の予

定です。それで工事をしています。今年度の予算の中では、海岸堤防のところの簡易的な

耐震診断というのをやっています。もう、あのままの結果が出てくると思いますけれども、

この結果を踏まえて、今後どういうふうに耐震化に着手していくかというのを検討してい

きたいと考えています。 

 

ủ   

 ありがとうございます。今の現状はそういう状況の中でご意見をお願いします。 

 この件は、県と国と市と３者が絡み合った事業で、なかなか難しい事業と聞いておりま

す。そこらの部分を今後ここの展開としてどうしていくかというのは非常に難しいところ

なんですが、ただ、今、何か国のほうは南のほうから工事を進められておるという部分で、

多分時間がかかると推測されるんですが、この案件に対して、今後どういう扱いをするか

という部分なんですけど。 

 

ủ  

 それは違うやろ。県は県の守備範囲、市は市の守備範囲やな、これ。これは市の守備範

囲のことでしょ。 

 

ủ  

 おっしゃられたとおり、我々市としては、漁港の海岸線を管理しておるということでご

ざいますが、伊勢湾全体に海岸防潮堤、本市の中の域でも、海岸線を管理するのが四日市

港管理組合と、それと県が一部と市――漁港の部分ですが――の３者に分かれてございま

す。四日市港管理組合が一番延長としては長いわけでございます。 

 これについては、政策推進課のほうで１度答弁されておるとは思うんですが、延長がか

なり大きくて、本格的な耐震化を図るにはかなりの費用がかかるということから、港の事

業ではなく、国に依頼するみたいな直轄事業という事業だそうですが、それで行っていた

だきたいみたいなことを申し上げています。それについては、国の直轄事業は今、南のほ

うで実施しておるということでございますもんで、それが終わってから、さあどうするか
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というような段階に入っておるということでございます。 

 したがいまして、うちが所管しておる漁港の海岸線の延長については２km強でございま

すもので、僅かな部分、ここの部分は、ほかの部分と含めてどうやって整備していくんか

というのを３者で協議していくというようなことで、今、次長は申し上げました。 

 以上でございます。 

 

ủ   

 今現状はそういうことでございますので、当初予算への反映からという見方をすれば、

それなりの動きをしている。ただ、今後の展開で、ここは当初予算案への反映の確認だけ

ですので、あまりにも先の話よりも。とは思うんですが。 

 

ủ  

 もう一点報告させてほしいんですが、この３者のうち、簡易設計と申しましたけど、こ

れは簡易調査ができとらんのがうちだけやったということで、県も既に行っておると。港

に関しましても行っておる段階で、決算議会の段階で、それではあかんやないかというよ

うなご指摘も頂いたことで、我々、当初予算に今年度反映させていただきました。 

 この調査結果をもって、来年度にはどうやってしていくんかというような調整に入りた

いということでございます。申し訳ございませんでした。 

 

ủ   

 そうしたらまとめとしては、その他の項目で、ちょっと今はっきりしない部分もありま

すので、正副で取り扱いますので、それでよろしいでしょうか。 

 よろしいですか。 

 

ủ  

 拡大しているんやから拡大でええのと違うのか。しておるんやろう。 

 来年度の話はしておらん。今年度どうしておるのやという。 

 

ủ  

 調査をやったということを認めていただくことであれば、拡大というふうにはなると思



 -  111 -  

います。これはもう私どもが思っておるだけでございます。以上でございます。 

 

ủ   

 小川委員の意見は拡大でということですね。 

 ほかの委員の方は、それでよろしいでしょうか。 

 よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 では拡大というふうに変更させていただきます。 

 提言チェックシートへの記載内容を確認できましたので、これより討論に移ります。討

論がありましたらご発言願います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 別段討論もないようですので、これより分科会としての採決を行いたいと思いますが、

よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

ủ   

 異議なしと認め、原則どおり採決を行いたいと思います。なお、全体会へ送るか否かは、

採決の後にお諮りします。反対表明がありませんでしたので、一括議題での簡易採決とさ

せていただきます。議案第70号令和３年度四日市市一般会計予算のうち、第１条歳入歳出

予算、歳出第６款農林水産業費、第１項農業費、第２項畜産業費、第３項農地費中関係部

分、第４項水産業費、第２条債務負担行為中関係部分及び議案第73号令和３年度四日市市

食肉センター食肉市場特別会計予算については、可決すべきものと決することにご異議あ

りませんか。 



 -  112 -  

 

（異議なし） 

 

ủ   

 ご異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 全体会審査に送る事項について、委員の皆様からご提案がありましたら挙手にて発言願

います。 

 

（なし） 

 

ủ   

 それでは、全体会送りはなしとさせていただきます。 

 

 〔以上の経過により、議案第70号 令和３年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出

予算、歳出第６款農林水産業費、第１項農業費、第２項畜産業費、第３項農地費

（関係部分）、第４項水産業費、第２条債務負担行為（関係部分）及び議案第73号 

令和３年度四日市市食肉センター食肉市場特別会計予算について、採決の結果、別

段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

ủ   

 本日は、この程度で閉会とさせていただきます。明日は午前10時から開会しますので、

よろしくお願いします。ご苦労さまでした。 

 

                                １６：４３閉議  


